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研究集録第２８号の発刊にあたって

東京都立高等学校教頭会

会長相川靱彦

２１世紀初頭に撮影されたビデオテープが、ビデオプロジェクターから映し出され、画面が次々

と変化する。映像は、赤や青、あるいは黄などの色調を基調にしたもので彩られながらめまぐる

しく変化する。緑色を基調にした映像が現れると、緑陰の中、校舎に通じる道を苦虫を噛み潰し

たような顔で、一見して中小企業主風の男が映し出される。直ぐに、短髪でスポーツマン風なた

め、年の割には若々しく見える青少年問題に取り組んでいる男が腕を組んでいる映像に変わる。

教務主任が学校の現状をパソコンを操作しながら、出力される映像を説明している画面も出る。

学校運営連絡協議会！直ぐに、何人かの教頭がその学校運営連絡協議会に関する資料と取り組ん

でいる映像へと急展開する。金色を思わせる黄色の色調の画面では、校長、教頭が授業観察をす

る場面、和やかな雰囲気の中で教員に対する校長・教頭による面接、自己申告書にも隈無く目を

通し、授業観察での評価票や膨大なメモ類とも取り組んで、悪戦苦闘しながら業績評価票を作成

する教頭の映像などが－秒間隔で次々に入れ替わる。起案の状況と学校の意思決定１多くの学校

の起案文が蛇行しながら次々に将棋倒しされていく画面が出ると同時に、色調が変わる。

一変して、赤の色調に変わると、「総合的な学習の時間」、新教科「情報」への対応に頭を悩

ます校内の教育課程検討中の委員会風景が描写される。池の畔で伸びのびと体験学習に励む晴れ

やかな生徒の姿があるかと思うと、スーパーコンピュータが映し出されたり、超薄型のノートパ

ソコンが斜め横から映写されたりもする。オレンジ色の色調の中では、一つの教室に異なった制

服を着た生徒が並んで授業を受けている光景が現れる。多様化する生徒・保護者のニーズに対応

した学校間連携が行われている学校の授業風景なのであろう。大学の広いキャンパスの中で、大

学生と談笑する高校生の姿も映写される。カウンセラー派遣校における生徒指導の状況が、白の

基調で映し出される。生徒がカウンセリングを受けている映像、何人ものスクールカウンセラー

の素顔、最後は、『カウンセラー活用調査報告書』が幡かれるところで色が変わる。600名の

ＰＴＡ役員を対象としたアンケート結果を基にした、生徒指導での学校と保護者との連携を探っ

たものは、笑顔のＰＴＡ役員はバラ色であるが、アンケート集計に取り組む教頭の姿は青色で映

し出される。家庭教育がままならないならば、学校と保護者との連携に頼る他はない１

今年度の研究テーマは、今曰、どの都立高校でも、真剣に取り組んでいかなければならないも

のばかりである。「学校運営連絡協議会」「人事考課」「起案」「新学習指導要領による教育課

程の編成」「学校間連携」「スクールカウンセラーの導入」、それに「家庭との連携」。おそら

く１０年、あるいは20年経っても、ビデオを見るまでもなく、脳裏に焼き付いているのではないか。

これほど研究テーマに恵まれた年は、かつてなかったのではないかとも思われるほどである。

しかし、研究テーマは、宝石でいえば、いわば原石である。プリリアントにカットし、その原

石をあたかも様々な色彩を放つ発光体のように輝かせることができるかどうかは、研究部会の各

メンバーの手腕にかかる。切瑳琢磨！その成果がこの研究集録に盛り込まれていることを期待

したい。真剣な研究、それが実践に結びつく。その確信の下に、研究が進められたと信じている。

本研究集録を発刊するに当たり、教育庁指導部の先生方には多大なるご指導を賜りました。厚

く感謝いたします。また各研究部員が本研究集録を発刊するために多くの研鑛を積まれたことと

思います。教頭の誰もが自らのことのように喜ばないではいられないことです。本研究集録の編

集に毎年心血を注いでいただいています事務局の先生方にも深く頭を垂れさせていただきます。
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1．研究の組織

１．研究組織と会則

本会では「教頭の職務に必要な研修をするた

め」、昭和４８年に会則を改正し、新たに「細則」

を設け、研修活動にはげむことにした。

研修活動に関する細則と内規の抜粋は次の通

りである。

東京都立高等学校教頭会細則

（組織）

第１条本会の目的を達成するため次の支部教

頭会を設ける。
第４条部会の組織は部長１名、副部長（委員

長）２名、部員若干名とする。部長・副部

長（委員長）は会長が委嘱する。部員は各

支部教頭会により選出する。

第５条部長・副部長（委員長）は部長連絡会

に出席し、各部会の連絡調整をはかるとと

もに総務部員となる。

第６条（省略）

第７条会計に特別会計を設け、本部活動と部

会活動の補助・会員の慶弔・事務所の維持

・その他本会が必要とする費用にあてる。

特別会計は別会計とし、会費は年額1人

10,000円とする。

第８条～第１１条（省略）

第12条本細則は昭和４８年４月１日より実施す

る。

附則

昭和５０年１０月３０曰第７条一部改正

昭和53年６月８日特別会費6,000円改正

昭和５６年６月11曰第１条一部改正

昭和63年６月９曰特別会費8,000円改正

平成４年６月２３曰特別会費10,000円改正

ただし代々木・鮫州工・深川商を含む。

第２条各支部は本会の目的を達成するに必要

な会則を設け、各支部ごとに運営する。

（事業）

第３条本会は事業を行うため次の４部会を設

ける。ただし必要に応じ臨時に各種の部会

を設けることができる。

内規（申し合わせ）

1．役員選出手続きについて（省略）

２．部会組織について

細則第３条・第４条による部会組織は次に

よるものとする。

（１）部長(1)・副部長（委員長）（２）年度当初

の部会で候補者を推薦する。部長・副部

長（委員長）は他の役員との重任を妨げ

ない。

（２）総務部会会長(1)・副会長(2)・常任監

事(14)・会計(2)・会計監査(2)・部長(3)・副

,

、Ｈ耐t務内容

２

0，

1溝｣
１．教頭職としての学校管理

などについて

２．教頭職としての職務内容

● 身分・待遇などについて

種別 支部教頭会名

学科別

普通科高校教頭会

工業高校教頭会

商業高校教頭会

農業高校教頭会

学区別

第一学区教頭会第二学区教頭会

第三学区教頭会第四学区教頭会

第五学区教頭会第六学区教頭会

第七学区教頭会第八学区教頭会

第九学区教頭会第十学区教頭会

島地区教頭会

高校教育

研究部

1．高校における教育課程・教

育内容などについて

２．高校における教育対策など

について

生徒指導

研究部

１．生徒指導・進路指導などに

ついて

２．教科以外の教育活動につい

て

部会名 活動内容

総務部

1．財務・運営・陳情・渉外

連絡調整などについて

２．会報・名簿などについて

●



部長（委員長）(6)の３０名をもって組織す

る。ただし、必要な会員・事務局職員を

加えることができる。

研究部会学区別支部教頭会(ｌＤは、年

度当初の支部教頭会で各研究部会(3)の部

員を各々２名以上推薦する。部員の所属

は１部会とし、できる限り継続する。部

員は他の役員との兼務ができる。

委員会細則第３条の活動を行うため、

各研究部会は委員会を設けることを原則

とする。

委員会は委員長１名、副委員長１名、委

員若干名とする。

(5)特別委員会本会が必要とする場合は、

別に委員会を設けることができる。

(3) 3．会合の曰について

①第３火曜曰

（教頭連絡会に引き続く曰）

②第３火曜曰

（教頭連絡会と同一曰）

(4)

2．平成１３年度の研究組織

平成13年度研究部会組織は次の通りである

会長：相川靱彦（第三商）副会長：矢嶋邦男（足立）副会長：渡邊征博（向島工）

３

部長

委員会

委員長

管理運営研究部会

平山順 (調布南）

第１委員会

(学校管理）

第２委員会

(職務・待遇）

安藤九二男

(松が谷）

大倉範幸

(第四商）

高校教育研究部会

村井信彦（明正）

第１委員会

(教育課程）

第２委員会

(教育対策）

初見豊

(武蔵村山東）

宮田茂

(江戸川）

生徒指導研究部会

坂本文樹（昭和）

第１委員会

(生活指導）

第２委員会

(教科外活動）

梶野茂男

(桜町）

大山憲昭

(八王子工）

〈□
計

学
区
別
部
員
数

ｌ
２
３
４
５
６
７
８
９
川
島

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

５
６
４
３
４
４
４
３
３
３
１

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

３
５
６
３
３
３
４
２
３
５
１

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

３
５
３
３
３
６
４
５
４
１
２

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

２
４
６
３
５
６
４
２
３
３
２

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

２
６
３
４
４
６
５
６
１
４
２

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

４
５
３
３
４
６
４
３
４
２
１

1９

３１

２５

１９

２３

３１

２５

２１

１８

１８

９

人数 40名 38名 39名 40名 43名 39名

/Ｉ 、 計 78名 79名 82名

合計 239名 2３９



のため、活動がしにくい時代であったが「研

究集録」を発行するなど、研究活動につとめ

てきた。その当時の研究は主に「教頭職」に

関する研究が主流をなしていた。

その後、教頭会の組織が強化され、幅広い

研究活動となり、現在にいたっている。

研究集録の最近12年間のあゆみをまとめる

と、下表の通りである。

2．研究活動のあゆみ
（最近１２年間）

本会では、昭和48年に会則を改正、規則・内

規を設けるなどし、研究組織を発足させた。

当初の教頭は身分が不安定（教諭のあて職）

４

平成 頁 研究題目

ﾌ厄 年

第16号

6３

1．変化への対応をふまえた学校の管理・運営

学校の個性化を進める学校の管理・運営を

めぐる問題一

2．人間関係の改善と事務分担の明確化

●●●●●●●●●●●● 管理研１

教員と事務職員等との係わり－…………管理研２

3．教育課程上の諸問題

特に中途退学・原級留置に関する調査研究

4．国際理解教育の推進を目指して

国際理解教育の実情とその諸問題について

5．高校生の健全育成と地域とのかかわり

6．宿泊を伴う学校行事と教頭とのかかわり

修学旅行

…………高校研１

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●￣

高校研２

生徒研１

生徒研２

※
※
※

２年

第17号

6８

1．変化への対応をふまえた学校の管理・運営

学校の個性化を進めるための管理運営をめぐる諸問題

2．校内研修を推進するための教頭の役害1１

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●

3．新学習指導要領にもとづく教育課程編成上の問題とその分析

4．国際理解教育の推進を目指して

国際理解教育の実情とその諸問題について

●●●●●●●●●●●●

管理研１

管理研２

高校研１

…………高校研２

5．高校生の健全育成を図る生徒指導の望ましいあり方

生徒の個々に迫る効果的な生活指導のあり方
●●●●●●●●●●●●

6．都立高校全曰制における部合宿のあり方と教頭の関わり

実態と問題点（提言） ●●●●●●●●●●●●￣

生徒研１

生徒研２

※
※
※



５

平成 頁 研究題目

３年

第18号

6８

1．変化への対応をふまえた学校の管理・運営

教員の意識変革を図る学校の管理・運営 ●●●●●●●●●●●●
￣

管理研１

２．校内研修を推進するための教頭の役害１１…………管理研２
3．新学習指導要領にもとづく教育課程

編成上の問題とその分析〔Ⅱ〕…………高校研１
4．国際理解教育の推進を目指して

国際理解教育の実情とその諸問題について〔３〕

｢事例研究より見た留学の実態と諸問題点」 ●●●●●●●●●●●●

5．高校生の健全育成を図る生徒指導の望ましい在り方

生徒の個々に迫る効果的な生活指導の在り方〔続〕
●●●●●●●●●●●●

6．都立高校全曰制における部合宿の在り方と教頭のかかわり

主として合宿内規に関わる諸問題について

高校研２

生徒研１

…………生徒研２

※
※

※

４年

第19号

6６

1．変化への対応をふまえた学校の管理・運営

学校週５曰制をめぐる諸問題一

2．教頭の職務の実態とあるべき姿

●●●●●●●●●●●● 管理研１

その実態について－．．………・管理研２

3．新学習指導要領に基づく教育課程編成上の問題とその分析（Ⅲ）

勤労体験的学習・奉仕的活動の試案

4．国際理解教育の推進を目指して

￣

●●●●●●●●●●●●

国際理解教育の実態とその諸問題について

留学生「受け入れ」をめぐって ●●●●●●●●●●●●

5．高校生の健全育成を図る生徒指導の望ましい在り方

高校研１

高校研２

学校不適応生徒への対応と教頭の役割一…………生徒研１

6．学校活性化を目指して

目的意識をもたせ、主体的に自らの生き方考える

進路指導の在り方と教頭の関わり－…………生徒研２

※
※
※

５年

第20号

6４

1．変化への対応をふまえた学校の管理・運営

校内組織運営上の問題点と改善点一…………管理研１

2．教頭の職務

教頭のあるべき姿一…………管理研２

3．特色ある教育課程の編成と課題

コース制設置校及び学科改善校の経験に学ぶ

4．学校の特色をいかに出すか

特色ある学校づくりの取り組み

￣ ●●●●●●

￣

●●●●●●●●●●●●

5．高校生の健全育成を図る生徒指導の望ましい在り方

学校における相談活動の充実と教頭の役害リ ●●●●●●●●●
￣

高校研１

高校研２

生徒研１

※
※



６

平成 頁 研究題目

6．学校活性化を目指して

目的意識をもたせ、主体的に自らの生き方考えさせる

進路指導の在り方と教頭の関わり－…………生徒研２ ※

６年

第21号

6４

1．変化への対応をふまえた学校の管理・運営

都立高校の単独選抜をめぐる諸問題

２．教頭の職務

魅力ある教頭像を目指して

3．特色ある教育課程の編成と課題

●●●●●●●●●●●●￣

－●●●●●●●●●●●●

選択科目と類型の設置を中心に

4．学校の特色をいかに出すか

－－＝＝－－●●●●●●●●●●●●

管理研１

管理研２

高校研１

特色ある学校づくりの取り組み－…………高校研２

5．個性を伸ばし主体性を育てる生徒指導

進路指導の在り方と組織・運営における教頭の役割

6．個性を伸ばし主体性を育てる生徒指導

…………生徒研１

特色ある学校行事を通して生徒の主体性をどう育てるか
●●●●●●●●●●●● 生徒研２

※
※
※

７年

第22号

6４

1．変化への対応をふまえた学校の管理・運営

都立高校の単独選抜と推薦入試をめぐって

2．教頭の職務

魅力ある教頭像の実態

￣ ●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●￣

3．特色ある教育課程の編成と課題

特色ある選択科目とその他の科目を中心に

4．普通科推薦入試と高校の特色化

中学校・高校へのアンケート調査から

5．個性を伸ばし主体性を育てる生徒指導

進路指導の在り方と教頭の関わり

6．個性を伸ばし主体性を育てる生徒指導

￣ ●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●￣

●●●●●●●●●●●●

文化祭・体育祭の指導を通して生徒の主体性を

管理研１

管理研２

高校研１

高校研２

生徒研１

どう育てるか－…………生徒研２

※
※

※

８年

第23号

6４

1．変化への対応をふまえた学校の管理・運営

入学者選抜制度の改革をめぐって－…………管理研１

２．教頭の職務

社会の変化に対応する教頭の職務一…………管理研２

3．特色ある教育課程の編成と課題

編成・実施の状況と事例を通した考察一…………高校研１

※



７

平成 頁 研究題目

4．「特色ある学校づくり」に取り組む教頭の役害１１…………高校研２

5．豊かな心を持ち、たくましく生きる

人間を育成する生徒指導

ホームルーム活動の活性化と教頭の関わり

6．学校週５曰制と部活動のあり方

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●

生徒研１

生徒研２

※
※

９年

第24号

5４

1．学校における危機管理

2．教頭の職務

社会の変化に対応する教頭の職務_その２

３．現行教育課程の課題とその改善策に関する研究

４．学校防災マニュアル「教職員編」

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●
￣

●●●●●●●●●￣

5．豊かな心を持ち、たくましく生きる人間の育成と

ホームルーム活動との関連

6．学校週５曰制における

部活動の実態と生徒の意識調査

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●

管理研１

管理研２

高校研１

高校研２

生徒研１

生徒研２

※
※
※

１０年

第25号

5６

1．学校における危機管理

２．教頭の職務

研修及び教員組織の活性化について

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●
￣

3．教育課程を通した高校改革の推進について

4．学校防災マニュアル

5．学校不適応生徒に対する校内指導体制

指導体制と教頭のかかわり

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●

￣

●●●●●●●●●●●●

管理研１

管理研２

高校研１

高校研２

生徒研１

6．生徒指導の体制と実態.…･…･…生徒研２

※
※
※

１１年

第26号

１．開かれた学校づくり..………・管理研１

２．教頭の職務

研修及び教員組織の活性化について ￣

●●●●●●●●●●●● 管理研２

3．新しい教育課程づくりに向けた教頭の役害１１…………高校研１

4．情報教育と教頭の役害１１

5．問題事例の分析と防止策について

教頭の役割と対応の実際

6．生徒指導の体制と実態

●●●●●●●●●●●●

￣

●●●●●●●●●●●●

高校研２

生徒研１

保護者との連携を深める生徒指導一…………生徒研２

※
※

※



※印は全国大会に発表したもの(注）

籔篝雲壼

８

平成 頁 研究題目

１２年

第27号

１．開かれた学校づくり

学校組織の活性化を図る管理運営上の方策

2．教頭の職務

開かれた学校運営

3．新しい教育課程づくりに向けた教頭の役害１１

総合的な学習時間について

4．新教材「情報」教育と教頭の役割

5．高校生の健全育成と地域との関わり

教頭の関わり方の実際について

6．実態調査から見たホームルーム

運営と保護者の関わり

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●C●●

●●●●●●●●●●●●

管理研１

管理研２

高校研１

高校研２

生徒研１

生徒研２

※
※



Ⅱ

管理運営研究部 会 Ⅱ
管
王
運
営
究
部
云

第１委員会（管理運営）

１．開かれた学校づくり・……･…･…………………………..….………

－学校運営連絡協議会の運営について－

伊藤清（狛江高校）

1０

第２委員会（管理運営）

※２．教頭の職務……･……………………………………….…….………

－情報管理および人事考課について－

針馬利行（練馬高校）

1６

(注）※印は全国大会で発表したもの。



１．開かれた学校づくり
－学校運営連絡協議会の運営について－

東京都立高等学校教頭会

管理運営研究部第一委員会

③協議会の話題と進め方。

④教員の意識や組織的な変化等。

結果から見えにくかったのは、学校評価の問

題であった。学校をさまざまな角度から適切に

評価・分析し、その結果を踏まえて組織的に改

善していく。協議会を真に有意義なものとする

ための最も基本となる作業であろう。外部委員

及び内部委員の双方が対等の観点で評価に係わ

ることが、開かれた学校づくりのポイントとな

ろう。

研究の方法は昨年度と同様に、手に入る資料

を参考にし、また委員の勤務校の実態をも踏ま

えて議論を深めた。

Ｉはじめに

管理運営研究部第一委員会は、「開かれた学

校づくり」をメインテーマに、昨年度は学校運

営連絡協議会（以下、協議会ともいう）の本格

実施を前に、どのような観点を踏まえて実施す

べきかを整理し、その中で教頭の役割は何かを

考えた。中央教育審議会答申で提言された学校

評議員制度の主旨と実施にあたっての観点、東

京都教育委員会の学校運営連絡協議会マニュア

ルの内容、更に学校評価の実施上の留意点を確

認しながら、本格実施の対応に向けて観点の整

理を行った。

本年度は学校運営連絡協議会が全校で実施さ

れる。各学校では昨年度から『運営マニュアル」

に即して、委員構成、協議会で扱う内容等の検

討を重ねてきたところであるが、運用上の細部

については本委員会の委員が所属する勤務校の

ように、実施しながら今後の充実を図っていく

学校が多いと思われる。まさに本年度を皮切り

に、今後協議会の内容が深まり、学校の改善に

一層の成果があがっていくものと期待できる。

本委員会では、協議会の主旨である「開かれ

た学校づくり」に視点を据え、発展的かつ継続

的に協議会を進めるために、学校運営の要とも

なり得る学校運営連絡協議会の在り方について

議論を深めることにした。協議会の運営につい

て各学校で要綱を定めているところであるが、

要綱では見えてこない学校の実態を踏まえて管

理運営をどう進めるか、教頭の役割は何かを考

えるのが、本委員会の研究の狙いである。

Ⅲ平成１２年度試行校報告書より

平成13年３月に昨年度の『学校運営連絡協議

会試行校の報告書』（以下、『報告書』）が各

校に配付された。平成12年度の試行校は全日制

では５９校、学校数としては、全曰制高等学校の

４分の1強にあたる。その『報告書』に発表さ

れている内容を分析・整理してみた。

ｌ協議会の開催月について

試行校59校のうち、５５校が年間３回開催して

いる。開催月で分けてみると［表ｌ］のように

なる。数値は５５校に占める割合である。

［表ｌ］単位：％

第１回第２回第３回

４月２８月１５１２月２

５月９９月２７１月５

６月６９１０月４２２月２７

７月２０１１月１６３月６５Ⅱ研究の経緯及び方法等

当委員会がこれまで取り組んできた経緯につ

いて、再度整理したい。

平成１１年10月に試行校へのアンケートを実施

したが、その結果明らかになったのは以下の点

である。

①外部委員の人選に配慮したこと。

②内部委員の人数及び分掌。

表から分かるように、第１回目を６月に開催

する学校が約７割、第２回目が11月で半数近く、

第３回目を年度末に開く学校が多い。開催月を

組み合わせとしても、６月一１１月－３月が16校

（２９％）、次いで６月一１１月－２月の５校（１０

％）である。

－１０－

第1回 第２回 第３回

４月 ２ ８月 1５ 12月 ２

５月 ９ ９月 ２７ 1月 ５

６月 ６９ 10月 ４２ ２月 ２７

７月 ２０ 11月 1６ ３月 ６５



上記以外の４校の中には、年４回（４月、７

月、12月、１月）開催した学校や、第２回目と

して10月～11月に４つの地域で地区協議会を開

催し、地域の住民の見学を得た学校もある。

[表２］

２協議会の開催曜日について

開催される曜曰について調べてみた。

予測されることだが土曜日の開催が最も多く

全体の４０％である。以下、金（18％）、火（１３

％）、木（12％）、月（11％）と続き、水曜日

は５％であった。

時間帯については、記載のある学校とない学

校があり正確な把握はできないが、全曰制高等

学校が週曰に開催する場合、二つの特徴的な傾

向があった。

土曜曰に開催する学校は午後の１時半ないし

２時から開催するところが多く共通しているが、

週日に開催する学校は教員の勤務時間内に行う

ところと、勤務時間の終了間際から時間外にか

けて行うところがあった。終了時間の遅い学校

では午後７時半という記録がある。

４学校評価について

評価は、①学校運営、②学習指導、③生活指

導、④進路指導、⑤施設・設備と安全、⑥学校

行事等を評価項目に置き、４～６段階の評価基

準をアンケート方式で択一・回答させている。

中には自由に記述させる学校もあった。『報告

書』では内容についてはあまり詳細に記載され

ていないので、『学校評価に関する取組（学校

運営連絡協議会試行校連絡会資料３）』、『｢学

校評価」事例集』（平成12年10月東京都公立高

等学校長協会）等が参考になる。

３内部委員と外部委員

『学校運営連絡協議会マニュアル」（平成１３

年３月）では外部委員は１０名以内とし、内部委

員は外部委員を超えないようにするとなってい

るが、試行校の段階では多様な状況が窺えるの

で、参考までに［表２］としてまとめてみた。

枠内の数値は学校数を示している。委員数の不

明な学校が１校あったため、合計は58校となっ

ている。

表から分かるように、外部委員の数としては

９名～10名が多く、内部委員は６名～８名で構

成する学校が多い。

外部委員について『マニュアル』では、「保

護者、地域の有識者、地域の学校及び関係機関

・施設の職員、校長が必要とする者等」から推

薦する事になっているが、学校関係者について

は「学校外の意見」を広く求める趣旨で、「人

数を限定する配慮が必要」としている。

『報告書』を見ると、外部委員に占める学校

関係者の割合は多く、地域住民として分類でき

る外部委員は数としては少ないが、コンビニエ

ンスストアの代表者を入れるなど、学校の工夫

が窺える。

Ⅳ委員の構成について

Ⅲにおいて『報告書』の内容を概観してみた

が、改めて学校運営連絡協議会の在り方につい

て整理し、本委員会での考え方をまとめてみた。

『学校経営』（2001年５月号）は「学校評議

員制度」を特集に取り上げている。その中で、

ある高校長は「本来の学校経営があってこそ、

学校評議員制度は生きてくる」と述べている。

ここで言われている学校評議員制度は、東京都

の学校運営連絡協議会と置き換えることができ

るが、『マニュアル』にも「校長の学校経営を

支援することを目的」として設置されたものと

明確に位置づけられている。

学校運営連絡協議会が適切に機能していくた

めには、学校としての課題を明確にし、その解

決の具体策を学校が持っていることが必要であ

り、解決に悩むときに協議会が「何かを連想さ

せてくれたり、気付かせてくれたり、ヒントを

与えてくれる」ものなのである。

－１１－

外部委員人数

５ ６ ７ ８ ９ 1０ 1１ 1２ 13超 計

３ １ １

４ １ I

５ 1 ２ 1 1 １ ６

６ ３ ３ ３ ２ １ 1２

７ 1 ２ ５ ３ 1 １ 1３

８ 1 １ ３ ２ ６ 1３

９ ２ ５ 1 1 ９

1０ １ １

1１ １ １ ２

計 １ １ ４ ８ 1４ 2０ ３ ４ ３ 5８



ればならないが、それは同時に協議会に期待さ

れていることでもある。

この意味からも委員を誰にするかは、重要で

ある。学校外の意見を広く求める」ために学校

関係者の人数を限るとなると、学校経営方針を

理解し、学校教育に対する理念を共有できる委

員の人選が鍵となる。

２外部委員の人選について

先に述べたように、『報告書』では外部委員

としてＰＴＡ役員や同窓会が加わっている学校

は当然ながら多い。ＰＴＡの学校に対する位置

づけを考えてみたい。

先の『学校経営』でＰＴＡ全国協議会理事が

次のように述べている。

「ＰＴＡという組織は制度上は任意団体に過

ぎない」ため、学校に対する発言権が弱い。学

校評議員に任命されることで「ＰＴＡ関係者が

法制上に位置づけられ、学校運営に発言権を得

る」望ましい行き方である。

ＰＴＡ役員を保護者代表として外部委員に委

嘱する時、上記のような意味を踏まえて選任し

ているだろうか。ＰＴＡ役員は、普通ならば学

校の支援者として考えられる。しかし、その関

係に学校が甘えると、協議会の趣旨は生かされ

ない。むしろ身内の一員として、しかし内部委

員とは異なった立場から、より学校に密着した

厳しい視点を求めてこそ、内容のある優れた運

営が期待できる。ＰＴＡ役員や同窓会の役員を

外部委員として委嘱する場合に留意すべき点で

ある。

平成13年３月に東京都公立高等学校ＰＴＡ連

合会がまとめた『学校運営の在り方と完全週５

日制とＰＴＡ活動の在り方について』と題する

答申がある。その内容は、後に述べる開催時期

にも関係する提言がなされていて、学校関係者

としては耳を傾けるべきものが少なくない。た

とえば提言１で「学校によっては、現ＰＴＡ役

員は除外されているところがあるが、構成員

（＝外部委員）に含めるべきである」と記され

ている。ＰＴＡと学校との関係が難しいときも

あるだろうが、ＰＴＡは学校に最も近くにいて、

学校の最強の支援者となり得る存在である。

ＰＴＡを学校経営に引き寄せるよう学校が努力

しないと、（事実であるなしを問わず）学校の

閉鎖,性を問われることになりかねない。

ＰＴＡ役員との人間関係は教頭の役割が大き

い。教頭はさまざまな場面でＰＴＡの役員と関

わる。その機会を捉えて学校の現状や経営姿勢

を伝え、またＰＴＡ役員の考え等を常に把握し

ｌ内部委員の人選について

内部委員については、平成13年３月の「マニ

ュアル」に主任から選ぶことが「考えられる」

とされているが、現状では主任の任命や職責等

の整備が十分とは言い難く、全ての学校で主任

としての役割を適正に果たしているとは言い難

い。これは主任制度に関する検討委員会が本年

６月に設置されたことからも明らかである。

したがって内部委員の選出にあたっては、そ

の資質を十分検討しなければならない。学校に

よっては協議会の存在そのものに非協力的な学

校もあると聞く。教頭として協議会の意義を深

く理解し、教職員の意識を根気よく変えていく

努力を続けていかなければならない。協議会に

おける内部委員の人選が、校内人事及びその制

度上の問題と深く関わっていることは押さえて

おくべきであろう。

教頭は日常的に教員としてふれあう機会が多

い。その言動をとおして曰頃から一人ひとりの

教員を把握しておかなければならない。また、

人事考課制度を活用し、授業観察及び面接等を

実施する中で、個々の教員の考えを引き出し、

あるいは補足・指導するという、従来はできな

かったことも可能となっている。教員の情報を

より精細に把握し、校長に進言して委員の構成

に活かすことも協議会の在り方を考えるうえで

重要である。

『マニュアル』では、内部委員は「外部委員

に対する教育活動の説明が中心」で学校に意見

・助言を行うことは「適当ではない」とされて

いる。その後に続く「外部委員の自由な発言を

封じるような行為があってはならない」のは当

然であるが、英国の学校理事会（英国の学校評

議員制度）と比較すると、内部委員の限定され

た発言資格は、現在の学校が抱える課題と関連

している。内外の委員による自由な発言を素材

として、校長が積極的な学校経営を推進してい

くことが本来の理想の姿と考える。理想を現実

のものとするには教員の意識を変えていかなけ
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ておく、このことが学校とＰＴＡとのコミュニ

ケーションを進める大きな力となる。教員はと

もするとＰＴＡを敬遠しがちである。その姿勢

が上記の提言を生む。教頭はＰＴＡと学校との

円滑な関係を築く重要な役割があることを認識

すべきであろう。

外部委員としてのＰＴＡは学校のパートナー

であり、「時には苦言を呈するのが望ましい」

と先のＰＴＡ理事は述べている。この厳しさを

協議会全体で受け止めることが、開かれた学校

づくりの第一歩となろう。

他の外部委員の選任については、学校や生徒

との関わり、公教育への識見等を十分把握して

選びたい。

外部委員選出にあたっては、教員の意見を求

める場合もあるが、イニシアチブを校長・教頭

が取っていないと、学校にとり「無害」ないわ

ゆる骨抜きの人選が行われかねない。教員に対

する教頭の指導力の発揮しどころと言える。

Ｖ開催回数・時期及び時間帯について

1協議会の開催回数

『マニュアル』では年３回を原則としている。

各学期１回として想定され、第３回については

「学校運営連絡協議会での助言を翌年度の教育

活動に反映させるため、１～２月に開催するこ

とが望ましい」とされている。

mの表’で見たように、『報告書』では第３

回目は３月に最も多く開催されている。１月～

２月は入学者選抜業務が行われることで学校に

余裕がないと予想される。試行校の報告では、

２月の場合は半ばに、３月では上旬（学年末考

査中）か、あるいは卒業式後に開かれている例

が多い。

協議会の開催月、評価委員会の開催及び事務

局の動きはそれぞれ組織的に連動し合う。その

連携をどう計画するかが課題である。

『マニュアル』に詳細な年間計画例が示され

ているが、簡略化した実施計画を『報告書」の

開催時期を参考に考えてみた。

『報告書」によると、開催回数が３回では少

ない、効率的な運営が必要であるとの指摘があ

る。また、評価委員会は別日程で開催し、十分

な時間をとるのが望ましいことが分かる。年間

の計画を十二分に練って少ない実施回数を有効

に活用したい。

２開催曜曰及び時間帯

平成14年度からの課題は、開催の曜曰と時間

帯であろう。学校内の事情と外部委員の勤務状

況との関係で決まることだが、週５日制の完全

実施を踏まえて学校内の体制を今年度中に整え

ておく必要がある。

先の東京都公立学校ＰＴＡ連合会による答申

に、学校施設開放に関連してのことではあるが、

週休曰及び休日の開放を望んでいる。協議会の

開催についても同じ要望があろう。

平成13年３月付の教育庁指導部の事務連絡で、
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月 協議会 評価委員会 事務局

６ 経営方針

教育活動

の提示

運営方法

委員の選出

年間の計画

案内・準備

７
～
９

評価方法・項

目の検討・校

内調整

外部委員と

の連絡

11

Ｉ

1２

第２回

評価の検

討・決定

方法の提示

説明

実施

● 評価準備

結果集約

１ 調査結果の分

析・資料作成

２ 次年度へ

の準備

委嘱状作成

等

３ 第３回

課題確認

経営方針

策定

評価報告



２取り組む姿勢について

先の『学校経営」に、ＰＴＡ組織が実施した

アンケート結果について触れられている。校長

及びＰＴＡ会長を対象に行ったアンケートで、

「学校評議員制度にどのように関わっていった

らよいと思うか」という問いに

①「積極的にかかわっていく」は校長で53％、

ＰＴＡ会長で37％。

②「依頼があればかかわっていく」は校長が

４２％、ＰＴＡ会長が48％。

③「積極的にかかわらない」が校長で２％、

ＰＴＡ会長で４％の結果が出ている。

この結果から、学校の意識改革が必要である

という結論が出されている。

『報告書」にも、「内部委員や事務局担当教

員に、学校の代表としての意識を持たせる必要

がある」との記述がある。本音の部分で及び腰

であったり形式だけを整えるならば、全校で実

施する協議会は一過性のものに過ぎず、公教育

への失望感が一層募る危険性をはらんでいる。

教頭として時代感覚を持ち学校の課題に目を

向けて、積極的に教員に投げかけて先導してい

きたい。

今年度の教職員の勤務の扱いが記されている。

以下に概要を示す。

(1)週休曰または祝曰に４時間を超えて開催す

る場合、前後２ヶ月以内に週休曰の変更をす

る。

(2)勤務曰の土曜日の午後に開催し、勤務時間

が８時間を超える場合、勤務時間の割り振り

の変更を行い、前後２ヶ月以内で正規の勤務

時間を４時間とする。

(3)平曰の正規の勤務時間以外の時間に開催す

る場合、当曰の出勤時間、退勤時間をずらす。

平成14年度は追って連絡すると注が付されて

いる。

教頭として教員の勤務に対する法的な措置を

踏まえて、内外の委員が前向きに参加する姿勢

を引き出していかなければならない。

Ⅵ協議会の内容について

1次第について

『マニュアル』に、協議会の運営例が掲載さ

れている。参考までに次第を以下に示す。

①学校長あいさつ

②委嘱状交付

③委員紹介

④学校運営連絡協議会の趣旨説明

⑤役員紹介（会長、副会長、事務局長等）

⑥本校の現状と課題

⑦学校評価委員会

⑧意見交換

⑨事務連絡

協議会で外部委員に何を提示するかは、今後

の活動の鍵である。上記の次第で言えば、⑥の

学校の現状と課題がその鍵を握っていると考え

る。学校としての課題は何か、学校はそれにど

のように取り組んでいるか、解決できないとし

たらその理由は何か等を、外部委員に具体的に

前向きに伝えたい。

外部委員は、学校に対する興味はあっても学

校の組織に関する知識はない。従って学校関係

者ならば当然知っているという視点からの説明

は避けなければならない。

相手の立場に立ち、想像力を働かせて、学校

の説明を進めることも教頭としての役割と考え

る。

Ⅶ学校評価について

学校の何をどう評価するか、その評価結果を

どのように扱うかは、協議会を継続的に発展的

に運営していく上で重要である。

「改善につながらない評価は無意味だし、評

価を伴わない教育活動には進歩がない」（教育

じほう平成６年12月号）

「教育活動の『計画・実施・評価』という循

環する過程に学校評価を位置づけて、その有効

な活用を図ることなしに、学校の教育活動の改

善は望めない。」（同上）

『マニュアル』では評価委員会について、

「事務局の作成した原案を基に、①学校評価ア

ンケート、アンケート対象者（評価者）の検討

及び学校運営連絡協議会への学校評価案の提案、

②評価結果の検討、学校運営連絡協議会への報

告等の業務を行う」と記されている。また、評

価委員の構成例が載っているがそれによると、

人数としては６名で内部委員と外部委員が同数

か、または外部委員が内部委員を上回っている。
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ｌ何を評価するか

『マニュアル』によると、学校評価には校長

のもとで全教職員が主体的に行う学校内部の評

価（内部評価）と、保護者や地域社会の方々等

が評価者となる学校評価（外部評価）がある。

外部委員が学校の実状を把握できるように、協

議会に於いて充分な説明と意見交換を行うこと。

内部評価を充実させて外部評価結果と内部評価

結果を比較検討し、「評価結果を学校運営に反

映させること」となっている。

評価項目としては、学校運営、学習指導、生

活指導、進路指導、特別活動、健康・安全、施

設・設備等があげられている。

先に述べたように『報告書」には各校の評価

の取り組みが記載されている。たとえば学校運

営の項目では、教育目標達成の努力、安全指導、

思いやりや協力、人権尊重等々。あるいは、校

長の経営方針の浸透といった項目も見える。要

は『マニュアル』を踏まえて、学校としての観

点を整理し、内部評価及び外部評価が実施しや

すい項目に絞る必要があろう。

討が必要という記載があるが、適切な回答を得

るためには、項目の工夫をするとともに、学校

の情報をどのように提供するかが大事である。

「保護者の回答に無答が多く、保護者が設問

項目としての学校教育活動の実態を認識してい

ないとも考えられた。学校が日頃保護者側に学

校の,情報を伝達しているかどうかも課題として

残ったといえる。」（学校経営平成12年１月

号）

Ⅷおわりに

全校で実施される学校運営連絡協議会が有効

に機能し、学校の改善が目に見えて進むには、

まだ試行錯誤が必要であろう。『報告書』に記

載されている各校の課題は貴重な指針を与えて

くれる。教頭としての学校の課題を把握し、そ

の改善の方向性を探りながら教員を指導して地

域から評価される学校づくりに努めたい。

〈研究協力者〉（○印は発表者）

閏間征憲（世田谷工業高校）

田中一彦（板橋高校）

安藤九二男（松が谷高校）

浦部万里子（東大和高校）

町田昶（保谷高校）

高橋伯也（府中工業高校）

平山順一（調布南高校）

○伊藤清（狛江高校）

順不同、敬称略

２どう評価するか

具体的な評価作業としては『マニュアル』で

も『報告書』でもアンケートを想定あるいは実

施している。調査結果を活用するためには、可

能な限り具体的で判断がし易く答えやすい設問

を、精選して設定することが重要である。設問

数を多く設定しすぎると、回答意欲に影響する。

昨年、本委員会が発表したことであるが、文

言の表現も－工夫する事で答えやすくなる。ひ

とつだけ例を挙げる。学校の開放について回答

を得る場合に、次の二つの問い方を比べてほし

い。

ア学校は、施設開放や公開講座等により開

かれた学校づくりに取り組んでいると思い

ますか。

イ学校は、施設・設備を有効に利用してい

る。

アとイのどちらが答えやすいか比較してほし

い。

乞戸

３学校を評価してもらうこと

『報告書』にも、保護者対象のアンケートの

回収率が悪かったので、アンケート項目の再検
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２．教頭の職務
情報管理および人事考課について

東京都立高等学校教頭会

管理運営研究部第二委員会

Ｉはじめに

東京都立高等学校教頭会管理運営研究部第二

委員会は、発足以来教頭の待遇改善（平成13年

度より管理職手当２％増の１５％）・職務の在り

方について研究を行っている。今年度は教頭の

事案決定（平成９年度東京都教育委員会訓令３

号都立学校事案決定規定）実施状況と人事考課

（平成12年度実施）の導入の調査と分析が研究

テーマである。研究の内容は教頭の事案決定に

ついて14項目、人事考課について22項目にわた

って全日制高校207校の教頭にアンケート調

査を実施し、集計後に分析と考察を行い、今後

の教頭の職務の取り組みの在り方についての提

言とした。

エ教員の指導に労力がかかる（29％）

オ精神的な負担が増えた（14％）

力特に変化はない（１０％）

キその他（１％）

(3)教頭として事案決定をするにあたり判断に

迷ったときどうしましたか（複数回答可）

ア校長と協議した（72％）

イ事務長と協議した（67％）

ウ事務の担当者と協議した（38％）

エ担当分掌の教員と協議した（１０％）

オ他校の教頭と協議した（20％）

力教育庁等、学校外の機関に問い合わせた

（１９％）

キ例規集など資料を調べた（34％）

(4)教頭が事案決定をすることによりどのよう

な効果がありましたか（複数回答可）

ア事務処理の効率化が図れる（29％）

イ実施面の効率化が図れろ（20％）

ウ内容の充実・明確化が図れる（35％）

エ指導力が発揮できる（１９％）

オ仕事にやりがいが出る（２％）

力責任感が増す（３１％）

(5)教育職員の出張を命ずる場合は旅行命令等

を使っていると思いますが、それについてお

聞きします。

ア旅行命令簿以外に正式に起案（５％）

イ旅行命令簿のみを使っている（77％）

ウその他（３％）

(6)(5)でイと答えた方にお聞きします

ア旅行命令簿に校長も押印する（０％）

イ校長は押印しないが、目を通す（23％）

ウ教頭のみで校長は見ない（50％）

エその他（１％）

【考察】

(1)では肯定的な意見が52％、否定的な意見が

４５％でほぼ半々である。これは、事案決定が教

員に定着していないため、それをさせるために

教頭が苦労しているからと推測できる。この現

実を打破することが急務である。

Ⅱ事案決定について

１教頭が決定権者である事案決定について

平成９年度に教頭のみで決定できるものとし

て、教務に関すること１０項目、学事に関するこ

と５項目、職員の服務に関することｌ6項目、そ

の他３項目、合計34項目が決定された。その主

なものをあげると、「マラソン大会、芸術鑑賞

教室等の計画の決定」「部活動の連盟加盟及び

大会参加の決定」「教育職員の年次有給休暇等

の承認」「教職員に出張を命ずる」「教育職員

の海外旅行の許可」等がある。これらの項目に

ついて調査を行った。

(1)各事案について、教頭として事案決定を行

うことにより職務を遂行しやすくなったと思

いますか

ア強〈思う（６％）イ思う（46％）

ウあまり思わない（43％）

エ思わない（２％）

(2)教頭として事案決定権者となったことで意

識はどう変化しましたか（複数回答可）

ア管理職としての責任が増した（５１％）

イ法規の研修の必要性を再認識した（52％）

ウ教員とのコミュニケーションを取ることの

重要性を再認識した（２２％）
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(2)のア、イが約50％というのは、校長に相談

せず、自分で決める決定権者になることにより、

責任感を持つようになったことがわかる。ウ、

エ、オでは教員が起案の重要性を理解していな

いため、教員の指導の必要性を感じている教頭

が２割近くいるということである。特に、エの

２９％ということから、教員の意識を変えるため

に教頭が努力していることがわかる。

(3)のアが７割であるということは、教頭とし

て最高責任者の校長へ相談することは当然のこ

とと考えられる。また、イで事務長への相談が

７割近くあるということは、実務的な内容は事

務長がよく知っているので、規則などについて

相談していると考えられる。オが２割であるが、

これは教頭同士の横の連携がうまく取れていな

いと考えられる。教頭間の連携を深める中で、

実務に慣れる事が大切である。また、キで34％

の教頭が、例規集などを活用し、自分で研修を

深めていることがわかる。

(4)ではウが35％でもっとも高いが、起案をす

ることにより、内容や実態が把握でき、校務全

般にわたってその内容に精通することになり、

結果的に教頭の実践力を高めることに寄与する

と考えられる。また、アが29％であるが、昨年

のものを利用すれば事務処理の効率化が図れる

ということである。起案が定着すればア、イ、

ウの割合が高くなるものと思われる。

(5)について、教育職員に出張を命ずることは

教頭の専決事項になった。その結果、半数の学

校が教頭のみで校長は見ていない。教頭が決定

権者になったことがこういう現象として表れて

いる。その場合校長が教育職員の出張をどのよ

うに把握しているか聞いたところ、「毎日の打

ち合わせで教頭から報告」「学校日誌」「教頭

が毎曰の教員の動静表を作成する」等があげら

れた。休暇や職免の処理、週休曰の指定や変更

についても同様の傾向があった。これらの項目

については、教頭の専決ということが定着して

きたと言える。

しかし、教育職員の海外旅行については、

ア起案書に校長も押印している（59％）

イ校長は押印しないが、目を通す（１１％）

ウ教頭のみで校長は見ない（５％）

という結果にわかるように、半数以上がまだ校

長の決裁を受けている。この面についてはまだ

定着していないと言える。

２起案全般について

(1)貴校では、学校教育活動を起案の形でどの

程度管理していますか。一つお答えください。

アほとんど起案の形である。（29％）

イ重要と思うものは起案の形（64％）

ウ特別な取り決めはない（７％）

エあまり起案の形では管理しない（1％）

(2)次の教育活動等について、起案文書で管理

していないものをお答えください。

ア教育目標の決定（８％）

イ年間行事計画の決定（６％）

ウ入学式の決定（６％）

エ修学旅行実施計画の決定（２％）

オ文化祭・体育祭の実施（１４％）

力使用教科書の採択（３％）

キ学校要覧の作成（６％）

ククラブ合宿の実施（５％）

ケ進路指導方針の決定（49％）

．進学・修飾に係る推薦者の決定（48％）

サ人学者選抜の実施（２％）

シ卒業の認定（８％）

ス指導要録の作成（38％）

セ教科課程調書の作成（２％）

ソ校務分掌の決定（８％）

(3)教頭として、起案の形で管理することにつ

いて、必要性をどの程度感じていますか。

アとても感じている（33％）

イどちらかといえば感じている（56％）

ウどちらかといえば感じていない（８％）

エあまり感じていない（０％）

(4)３でア、イと回答した方におたずねします。

必要と感じる理由として適当なものをあげて

ください。（複数回答可）

ア決定権者がリーダーシップを発揮するた

め（１４％）

イ責任を明確にするため（72％）

ウ処理手続きを適正に行うため（41％）

エ処理方法を効率よく行うため（９％）

オ担当教員に起案の徹底を図るため（１９％）

力開示請求へ対応のため（４１％）

(5)教員は起案文書作成の必要性を理解してい

ますか

アよく理解している（６％）

イ大体理解している（４１％）
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ウあまり理解していない（52％）

エ全く理解していない（３％）

(6)教育活動について誰が主に起案しています

か。実態に近いものを－つお答えください。

ア担当教員（38％）イ主任（１５％）

ウ教頭（48％）エ事務室担当者（５％）

オその他（1％）

(7)起案文書の発番はどのようにしていますか

ア事務長会のプンプロを使用（54％）

イ従来通りの用紙に書いている（20％）

ウブンプロと紙の両方を使用（10％）

エその他（２％）

(8)教育活動等の起案作業で、現状での課題は

何だとお考えですか。（複数回答可）

ア担当者が起案の形で処理していない

（３８％）

イ起案の内容が不十分である（１９％）

ウ意志決定の順序が不明確である（１５％）

エ起案作成を管理強化ととらえている教員が

いる（34％）

オ起案作成が煩雑である（23％）

力計画的に起案作成がなされていない

（２８％）

キその他（４％）

【考察】

(1)のア、イを合わせて92％なのでほとんどの

学校が起案の形で管理していることがわかる。

この現状は妥当であると考える。

(2)のケ、．が高い数値を示しているが、これ

は各分掌、学年が従来通りの方法で行っている

からである。進学又は就職に関わる推薦状の決

定については、人権に関することと情報開示の

面から起案は不可欠である。教頭のさらなる関

与が必要である。今後情報開示の対象となる件

についてはすべて起案書の形で保管するよう教

頭の確固たる指導が欠かせないと判断する。ま

た、スが38％であるが、これは起案の手順がは

っきりしていないということが考えられる。

(3)のアとイを合わせて89％の教頭が起案の形

で管理することの必要性を感じていることが明

確である。その理由としては(4)のイに示される

ように責任を明確にすることがあげられる。さ

らに力に見られるように、開示請求への対応と

して新しい体制づくりが必要と感じている。

(5)のアとイを合わせて47％で、ウとエを合わ

せて55％で、教員へは起案の必要性がまだ浸透

していないことがわかる。教頭のさらなる指導

が求められる。

(6)のウが48％であるが、これは教員の理解が

不十分なので教頭がやらざるを得ないという現

状である。また、イの結果から、主任がまだ育

っていないということがわかる。

(7)でブンプロとはパソコンを利用して発番を

とるものである。イが20％であるが、今後の情

報化を考えたとき、アの方へ移行していく必要

がある。そのためには職員室と事務室をＬＡＮ

で接続し、どこからでも使えるようにしていく

必要がある。

(8)のア、エ、力が高い割合を示しており、起

案に対する教員の意識が低いことが最大の課題

である。そのためには、教頭の指導力が必要と

考えている。その際、起案しやすい方法を工夫

することも必要なことである。例えば、学年・

分掌等に使いやすい統一したフロッピーを配布

しておくことが重要である。その上で起案書作

成の意義と有効性について教員をねばり強く説

得することにつきる。

Ⅲ人事考課について

東京都では平成12年度より人事考課制度を導

入し、自己申告書の提出、面接、授業観察等を

通し、教員の業績評価を行った。そのことにつ

いて調査研究を行った。

１自己申告書について

自己申告書は、校長が年度当初に学校経営方

針を教職員に提示し、それに基づいて「学習指

導」「生活指導・進路指導」「学校運営」「特

別活動・その他」の４項目について取り組むべ

き目標や手だてを記入することになっている。

(1)自己申告書の記入において、教員は校長の

経営方針を

ア十分踏まえている（12％）

イ大体踏まえている（72％）

ウあまり踏まえていない （１８％）

エ踏まえていない （1％）

(2)教員の自己申告書には

ア個性・特色が十分表れている（10％）

イ個性・特色が大体表れている（58％）

ウ個性・特色があまり表れていない（30％）

エ個性・特色が表れていない（２％）
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(3)教員が自己申告書を記入した結果、変化が

ありましたか（複数回答可能）

ア校長の経営方針を理解して取り組むよう

になった。（23％）

イ校長の経営方針を理解するが取り組みに

は至っていない （57％）

ウ校長の経営方針を意識していない

（１８％）

エ職員団体の指令通り書いているので変化

はない （11％）

オその他（６％）

(4)教頭が自己申告書の提出により把握できた

ことは何ですか（複数回答可能）

ア教員の職務の取り組み状況（45％）

イ意欲的に取り組む分野と領域（54％）

ウ教員が意欲的に取り組まない分野と領域

が把握できた（19％）

エ教員の職務の取り組みで得意・不得意の

分野と領域が把握できた（29％）

オ本来教員が取り組むべき分野と領域に関

心がないことがわかった（７％）

力教員は職員団体の指令通り書いているこ

とがわかった（１３％）

キ教員の抱負がわかった（２１％）

ク教員の要望や希望がわかった（39％）

ケ学級経営への姿勢がわかった（２１％）

．教育に対する情熱がわかった（18％）

(5)自己申告書の記入の指導は誰が行いますか

ア校長のみ（２％）

イ校長・教頭の二人で（80％）

ウ校長と教頭が分担して（７％）

エ教頭のみ（７％）

(6)教員は自己申告書の加筆訂正について

ア意欲的に取り組んでいる（４％）

イ取り組んでいる（５１％）

ウあまり意欲的でない （33％）

エしぶしぶ取り組んでいる（５％）

オ拒否している（３％）

【考察】

(1)のアとイから８４％が大体校長の経営方針を

踏まえて書いていることがわかる。また、(2)の

アとイより６８％に個性・特色が表れていること

がわかる。しかし、(3)のイが57％ということで、

実際に取り組むところまでは至っていない。今

後の教頭としての取り組みが求められる。

(4)において、アとイの結果からほぼ半数の教

頭は自校教員の個々の勤務の取り組み状況と意

欲的に行っている校務の分野と領域を客観的に

把握している。この事実は学校運営上大きなプ

ラス要因と考える。

また、(6)のウの結果は職員団体の意向が影響

を与えているものと考えられ、加筆訂正につい

ても同様のことが言える。

自己申告書を提出させて良かったことを聞い

たところ「教育に対する意識が高くなり教員の

意識改革に役立った」「教員の長所を発見でき

た」「指導のきっかけがつかめた」等があげら

れた。逆に、自己申告書を提出させて困ったこ

とを聞いたところ「教頭の事務量が増大した」

「記入が少ない教員がいた」「内容が不十分な

ものがあった。」等、教員の指導に奮闘してい

る教頭の姿が見える。

２面接について

自己申告書が提出されると、その内容につい

て全教員と管理職が面接することになっている。

(1)面接の実施者は誰ですか

ア校長のみ（２％）

イ校長・教頭の二人で（79％）

ウ校長と教頭が分担して（10％）

エ教頭のみ（２％）

オその他（３％）

(2)これまでに教員との面接を行った回数は何

回ですか

ア１回（20％）イ２回（68％）

ウ３回（９％）エ４回以上（２％）

(3)１回目の面接をいつから始めていますか

ア４月（５％）イ５回（49％）

ウ６月（37％）エ７月（３％）

(4)１回目の面接の時間は平均何分ですか

ア６０分（２％）イ５０分（12％）

ウ４０分（１４％）エ３０分（４１％）

オ２０分（27％）力１０分（４％）

(5)２回目の面接の時間は平均何分ですか

ア６０分（１％）イ５０分（５％）

ウ４０分（３％）エ３０分（29％）

オ２０分（39％）力10分（９％）

キその他（1％）

(6)面接を行った結果はいかがでしたか

ア期待通りであった（７％）
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とも話すことができた」など教員との交流が持

てて良かったと書いた教頭が多かった。また、

制度に反対する教員に対して苦労した内容や教

頭の仕事が膨大になったことを訴える意見もあ

った。今後の検討課題であろう。

イほぼ期待通りであった（77％）

ウやや期待はずれであった（12％）

エ期待はずれであった（０％）

(7)(6)でア、イと答えた方にお尋ねします。理

解できたことは何ですか（複数回答可）

ア教員の個性・特質が理解できた（50％）

イ教員の,性格が理解できた（37％）

ウ教員の教育に対する姿勢（54％）

エ教員の指導上の長所と短所（24％）

オ教員の指導上の苦労や悩み（46％）

力教員の本音と建て前（25％）

キ教員の主義主張が理解できた（24％）

ク教員の生き甲斐が理解できた（５％）

ケ教員の趣味・趣向が理解できた（５％）

．教員の勤務上の精神状態（14％）

サ教員の資質の向上に向けての指導上の足が

かりが理解できた（24％）

シ教員の校内における満足感（１４％）

ス教員の校内における不満（３１％）

セ教員の生徒指導上の苦労と悩み（33％）

ソ教員の保護者との対応上の苦労と悩みが理

解できた（７％）

(8)(6)でウ、エと答えた方にお尋ねします

（複数回答可）

ア教員は本音で話してくれない（３％）

イ管理職を意識して話している（15％）

ウ面接が円滑にはできなかった（３％）

エ面接の領域が絞りにくい（５％）

オ個々の教員に対応するための準備が十分で

きなかった（３％）

【考察】

(2)のイの結果はアンケートの実施時期が自己

申告書の中間報告の時であり、最終報告で面接

を行っているので年間３回となるのが大多数で

ある。面接の時間は(4)のエと(5)のオの結果より、

２回目が短くなっているが、これは中間報告に

ついての内容なので、これほど時間がかからな

かったと考えられる。

(6)のアとイで84％となり、教頭にとって面接

は大いにプラスの要因となっていると判断でき

る。(7)のア、イの結果から教頭は教員の個人理

解が深まり、校務運営上有力な’情報を得ている。

さらに個々の教員とのコミュニケーションが深

まり、教頭の教員に対する理解力が高まる。事

由意見でも「普段話す機会が取れなかった教員

３授業観察について

(1)授業観察の実施状況についてお聞きします

ア全員実施した（82％）

イー部授業観察拒否者がいる（16％）

(2)授業観察を何回実施しましたか（教員１名

あたり）

ア１回（77％）イ２回（16％）

ウ３回（１％）エその他（１％）

(3)１回目の授業観察をいつから始めましたか

ア４月（0％）イ５月（５％）

ウ６月（14％）エ７月（３％）

オ９月（26％）力１０月（37％）

キ11月（１３％）

クまだ始めていない（１％）

(4)授業観察の実施形態はどのようにしていま

すか

ア校長と教頭が一緒に観察（56％）

イ校長と教頭が分担して観察（28％）

ウ校長が全教員の授業を観察し、教頭は都合

の着くときに一緒に観察（６％）

エその他（６％）

(5)授業観察の平均の時間はどのくらいですか

ア５０分（35％）イ４０分（14％）

ウ３０分（26％）エ２０分（14％）

エ10分（１％）

(6)授業観察に対する教員の反応はどうでした

か（複数回答可）

ア年間指導計画や指導案を事前に提出した

（１２％）

イ反対もなくスムーズに実施した（48％）

ウ授業観察反対のチラシ等を授業時に手渡

された（1％）

エ目的を生徒に説明するように言われた

（１５％）

オその他（20％）

【考察】

(1)のイの結果から職員団体の影響で円滑に実

施できない学校もあった。(2)のアや(3)のオや力

の結果は管理職が授業観察について、教員との
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協議に時間をかけた結果である。(6)のアとイの

結果から約半数の学校では授業観察が円滑に実

施されたことが分かる。オの内容は「希望しな

いと言う教員を説得するのにかなりの時間を要

した」「反対もあったが全員実施にこぎつけた」

など教頭の苦労がにじみ出てくるものであった。

実施した結果の自由意見では「教員の授業の様

子が分かり、授業改善へのアドバイスができる」

「実態が把握できる」「教員が姿勢を正す」

「生徒の授業態度が改善される」など学校経営

上効果が上がる例が多く報告されていた。

て平成11年度以来本研究に取り組んできた。東

京都教育委員会の一連の高校改革の激しい流れ

の中で教頭の職務の取り組みについて、「教頭

の事案決定」「人事考課」の２点について研究

した。

教頭が決定権者である事案決定の遂行につい

て、現状では半数の教頭が円滑に運営されてい

ると判断しているにとどまっている。また教頭

自身の意識は半数が高まってると応えている。

この現実から「事案決定」については、教員の

半数以上が起案の重要性をあまり理解していな

い中で多くが起案の形で管理されている事実は

教頭のねばり強い教員に対する指導の結果であ

ると判断できる。

「人事考課制度」の導入は大変あわただしい

ものであったが、管理職の真の力量が問われた。

管理職は自己申告書の作成、面接の在り方、授

業観察の視点について教員に十分説明し、議論

と協議を重ねてタイムリミット内で人事考課を

実施した経緯がある。教頭は各校において調整

者及び評定者として教員個人と面接や授業観察

の時程の設定に向けて長時間にわたる調整を行

った。このねばり強い教頭の職責遂行が人事考

課の円滑な実施の原動力となっている。

平成13年度は、全都立高校が期間を設けて授

業公開を行うことや、「学校運営連絡協議会」

を設置して、外部評価委員による学校評価を行

うことが義務づけられている。

人事考課制度の導入を契機として、教員の意

識の啓発を促すことが、これからの極めて重要

な教頭の職務である。本研究の内容が教頭の職

務の遂行において参考になれば幸いである。

４人事考課全般について

（１）人事考課の導入について

ア円滑に進んでいる（22％）

イやや円滑に進んでいる（65％）

ウあまり進んでいない （11％）

エ進んでいない （1％）

(2)業績評価を行うためにどのような内容を記

録していますか（複数回答可）

ア授業への取り組み方（77％）

イ学校行事への取り組み方（65％）

ウ部活動指導（６１％）

エ出勤状況の把握（60％）

オ保護者との対応（52％）

力退勤状況の把握（44％）

キ事務処理能力（43％）

ク出勤簿の押印状況（４１％）

ケ教室の環境整備（37％）

．清掃指導（29％）

サ自習時間に課題を出すかどうか（１８％）

シその他（９％）

【考察】

(1)のアとイの８７％から、人事考課はほぼ円滑

に実施されていると判断できる。東京都教育委

員会の一連の学校改革の中で人事考課は最終段

階に位置づけられており、教員も人事考課の導

入については徐々に理解を深め、受け入れ体制

ができつつある。(2)では業績評価を行うために

教頭がどのような記録をしているかを聞いたも

のである。初年度のため、何を評価するかなど

不十分な点も多くあり、今後の課題である。

〈研究協力者〉（○印発表者）

大倉範幸（第四商業高校）

大矢保雄（狛江高校）

木嶋智恵（田園調布高校）

竿田豊（向島商業高校）

鈴木敏夫（台東商業高校）

田中透（東大和南高校）

津田久枝（富士森高校）

新妻紘（国際高校）

錦織政晴（稲城高校）

○針馬利行（練馬高校）

綿田直樹（調布北高校）

Ⅳまとめ

管理運営研究部第二委員会は、今大会に向け
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３．学校週５曰制並びに学習指導要領の実施に

向けた教育課程編成上の対応について

東京都立高等学校教頭会

高校教育研究部第一委員会

Ｉはじめに

本研究会は、平成11年．１２年度の研究におい

て、新しい教育課程づくりに向けた教頭の役割

と題し、総合的な学習の時間についてその実践

例と問題点、また、教頭の果たすべき役割につ

いて研究を進めその成果を発表した。

いよいよ、平成14年度からは学校週五曰制の

完全実施、平成15年度には新教育課程による授

業が始まる。新教育課程は各学校の特色を表す

顔となるものである。学校週五曰制で授業時数

の確保が難しくなる一方で、「総合的な学習の

時間」・教科「情報」の新設という課題を抱え

ながら、それぞれの特色を出すべく取り組む姿

が見え始めた。

そこで、前年までの研究成果を活かし、現在

の動きを知る一番の近道として、学校週五日制

並びに新学習指導要領の実施に向けた教育課程

編成上の対応について、取り組みと進捗状況・

問題点等を明らかにした。また、教育課程の編

成に参考となることを期待しつつ本研究に取り

組んだ。

【集計結果】

Ⅱ「アンケートの結果から

１学校週五日制・新教育課程に向けて

（１）卒業単位数の変化

①全体としては、年度進行で卒業単位を減らす

傾向にある。

②平成14年度入学生の卒業単位数を検討中の学

校が半数あり、平成15年度人学生の卒業単位

数についてはほとんどの学校が未検討である。

③専門学科では資格取得等の関係もあり、もと

もと卒業単位数を多く設定している。また、

卒業単位数を減らさない傾向が強い。

④大学進学希望者の多い学校では、学力向上を

目指し卒業単位数を減らさない傾向がある。

(2)卒業単位数削減の方向と問題点

各学校での単位数削減の状況がわかるように、

以下その具体的回答例を抜粋する。なお、平成

15年度入学生の教育課程についてはほとんどの

学校が、未検討もしくは検討中であり、具体的

な回答が記入されていたのは３校のみである。

－平成13年度人学生一

選択科目で調整（10校）

専門科目の削減（４校）

・現代文２＋古典２→国語Ⅱ３（２校）

・現代文３＋古典３→国語Ⅱ５

・数学Ⅱ４→３（２校）

・数学Ｃ２→０

・世界史４→３

－２４－

必要

単位数

1１

年度

1２

年度

1３

年度

14年度

内定 樹中 繊討

７４ １ １ ４

７５

７６ ５ 1 ２

７７ ３

７８ ５ ６ ３

７９ ３ ７ １ １

８０ １８ ９ ５ １

８１ ３ ６ ３ １ ２

８２ ３ ２ １

８３ ４ ４ ２ １

８４ ３ １ １ １

８５ ２ ２ １ 1

８６ １

８７

８８ １ ２ １

８９ ２ １

９０ ４ １ 1

９１ 1

９２ １

９３ 1



・世界史Ｂ→Ａ（２校）

・現社４→３

・日本史４→３

・地理Ａ３→２

・英語Ｒ３→英語Ⅱ２

・リーディング４→３

・ライティング３→２

・英語Ⅱ３→２（２校）

・ライティング１→０

・体育３→２

・家庭２→１

－平成14年度入学生一

選択科目で調整（５校）

専門科目の減少（1校）

・国語Ⅱ３→２（２校）

・国語１５→４（２校）

・国語１３＋国語Ⅱ４→国語１４＋に

・国語Ⅱ４→３，３→２（２校）

・国語Ⅱ２＋古典１２→国語Ⅱ３

・現代文２＋古典２→国語Ⅱ３

・現代文３→２

・数学１４→３（３校）

・数学Ⅱ２＋数学Ｂ２→数学Ⅱ３

・数学Ⅱ３→２

・数学Ｃ２→０

・世界史Ｂ→Ａ

・現社４→３

・地理Ｂ３→地理Ａ２

・化学４→３（２校）

・化学ＩＢ３→化学ＩＡ２

・理科ＩＢ５→４

・生物ＩＢ３→２

・英語１４→３（２校）

・英語Ⅱ２＋ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ２→ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ２→３

゜英語Ⅱ３→２

・ライティング３→２

・体育３→２

・体育４→３（２校）

－平成15年度入学生一

・国語Ｉ＋古典１５→国語総合４

・国語Ⅱ３→２

・現代文３→２

・数学１４→３

・数学Ⅱ＋数学Ｂ２→数学Ⅱ３

・数学Ｃ２→０

・地理Ｂ３→２

．生物ＩＢ３→生物１２

.理科５→４

.化学Ｂ４→３

.英語Ⅱ５→４，４→３

・ライティングｌ→Ｏ

･体育３→２（２校）

･家庭２→１

．家庭科を３学年に移行

･情報２単位と総合的な学習３単位の導入

単位数を削減する教科は多岐にわたっている

が、概ね次のような傾向がみられる。

①選択科目の単位数を削減する（圧倒的に多

い。）

②あえて言うならば、国語・理科・英語・数学

等、総授業時数の多い教科から削減する傾向

がある。

③科目を変更して削減する（Ｂ→Ａ・国語Ⅱ→

現代文等）

④専門学科では、教科「情報」を先取りし、関

連の専門科目で読み替えを実施する。

⑤学年を超えて分割履修する科目について総時

数の中で削減する｡

４＋国語Ⅱ ２

問題点としてあげられたものは次のとおりで

ある。問題点の解決をどのように図ろかで、教

育課程編成の良否が決定することを踏まえ、こ

こでは少数意見も含め全てを列挙する。

①教科間の調整が困難である。（圧倒的に多い）

②「総合的な学習の時間」をどの学年に何単位

設定するか。

③１，２年次での必修科目の単位数の削減は学

力維持の面から望ましくない。

④この機会に、少人数教育や習熟度別学習を考

えたいが、教室等の施設面で無理がある。

⑤「総合的な学習の時間」・教科「情報」の導

入は、学校週五曰制での総時間数の減少を考

えると、新教科を更に導入することに困難を

感じる。

⑥進学指導を考えるとこれ以上国・英・数・社

・理は減らせない。

⑦授業時数とｌ単位時間をどの位に設定するか

が大きな課題である。

－２５－



研究として取り組んでいる内容に「総合的な学

習の時間」の導入を考える上で参考となる事例

が多く見られた。

単位数については各学年で１単位ずつ、３年

間で３単位として実施する予定の学校が多い

（15／19校）。しかし、３年生で３単位、また

２年生１単位・３年生２単位とする学校がそれ

ぞれ２校ずつあった。

授業の形態は、時間割に位置付けてｌ単位時

間を当てて実施する学校（14／17校）がほとん

どであるが、期末考査後の時期に集中的に実施

しようとする学校（３／17校）もあった。ただ

し、これは通常の授業期間中であり、集中的な

「総合的な学習の時間」の実施は困難と考えら

れる。長期休業中を考えている学校はなかった。

実施内容では、進路学習が最も多く（７校)、

テーマ学習（２校）、国際理解教育、心身の健

康・安全などを予定している学校もある。また、

1学年の「総合的な学習の時間」では、上級学

年での専門教育・選択科目等のガイダンスに活

用しようとする例もある。

(3)考察

東京都教育庁指導部が出している「学校経営

に関する資料」（平成12年度版）に、平成12.

13年度卒業生と平成14年度卒業生の卒業までに

履修・修得させる単位数の調査結果がある。こ

の資料からも卒業単位数の減少傾向ははっきり

とうかがえる。しかし、学校週五曰制授業と新

教科「情報」・「総合的な学習の時間」の必履

修が決定しており、総枠が減少しているにもか

かわらず新たに増える教科にどう取組むかでな

かなか調整が進まない現状がある。また、現状

では履修させる単位数と修得させる単位数との

差がＯである学校が２／３を越えているが、今

後教育の質の低下を防ぐ点や学校の個性化・特

色化を図る意味から考えると、履修と修得の単

位数の差は開く方向に進むと考えられる。

今回の調査で浮き彫りになったのは次の点で

ある。本来、教育課程は、生徒の個性を伸ばす

ため自校の特色をいかに発揮するかといった目

的を達成するための具体策であらねばならない

はずである。しかし、今回の改定に当たっては

教科間の時間の奪い合いといった感がする結果

であった。さらに新教育課程の完全実施に合わ

せ、各学校の個性化と特色ある教育課程の編成

という大きな命題の前で、自校が進むべき方向

性を模索してはいるが発見できずにいるもどか

しさが感じられた。

（２）教科「情報」

教科「情報」の検討については遅れている学

校が多く（37校中、決定済10校、検討中18校、

未検討４校）、「総合的な学習の時間」より一

層未検討の学校が目立つ。

これは次の項目でも示したが、担当する教員

の養成が進まない状況で、誰が担当するのかが

見えてこないこと、パソコン室へのインターネ

ット導入事業が進まないこと、パソコンの機種

の更新が予算面から制約を受けるなどの機器へ

の不安があることなども影響しているものと考

えられる。

教科「情報」を移行期から置こうとする学校

は、２０校中、１４年度入学生からの1校のみで、

他の１９校は15年度からの実施予定である。

また、専門学科では「情報技術基礎」で代替

えする学校が７校ある。専門学科では「総合的

な学習の時間」における課題研究と同様に、代

替えする学校が多いものと思われる。

どの学年に何単位置くかについても、未検討

の学校が多いが、検討済みの学校では、単位数

は１学年で２単位が２校、３学年で２単位が４

校、１．２学年で各1単位が１校であった。

２新たに設定される教科への対応

（１）「総合的な学習の時間」

平成12年度より新教育課程への移行措置とし

て「総合的な学習の時間」を導入することが認

められているが、平成13年２月の時点では、導

入についてまだ検討中の学校が多い（有効回答

34校中、決定済１０校、検討中２３校、未検討１

校）。移行期から取り組む学校は、２５校中12年

度より３校、１３年度より１校、１４年度より２校

と比較的少ない。ほとんどの学校（19校）が、

移行段階では実施せず、平成15年,度の新課程実

施から導入する予定で検討を続けていることが

わかった。

また、専門学科の学校では、課題研究で代替

えすることを決定している学校が５校ある。本

委員会で昨年度取り組んだ「総合的な学習の時

間」に関する研究においても、専門学科の課題

－２６－



教科「情報」を1学年で実施し情報リテラシ

ーを獲得させることは、２学年以上で履修する

他教科の学習で活用することを考えれば望まし

いが、必ずしもそうはならない状況である。一

方、専門学科における「情報技術基礎」は１学

年に置かれており、合理的な配置と考えられる。

第二に、学校週五日制の実施によって総授業

時間数が減少する中で、新しい必履修科目を導

入するために何を削らなければならないかとい

う問題である。

専門学科では資格取得のための講座など、単

位数を減らすことができない科目がある。また、

普通科でも、大学進学希望者が多い学校では、

大学進学に対応できる学力の育成を目標に教育

課程の編成を考えている。このような学校の中

には、４５分７時間授業の導入によって、授業時

間数の確保を図ろうとしているところもある。

（３）「総合的な学習の時間」・教科「情報」

を導入するに当たっての問題点

この項目については自由記入としてもらい、

項目ごとに整理した。

①「総合的な学習の時間」

・内容、実施の方法４校

・担当者の決定４校

・教室の不足

②教科「情報」

・担当教員（指導者）の確保４校

・機器の更新整備（インターネット対応等）

３校

・パソコン教室使用に関する他教科との調整

２校

③両者に共通するもの

・時間の設定が難しい（電気工事士の資格取

得のため、受験対応の学力維持のため等）

４校

・教員の理解（意識改革）２校

・教員一人当たりの指導生徒数が多いと困難

である

３教育課程から見た自校の特徴

新教育課程の編成は、各学校の教育目標や重

点目標を具現化する重要な機会である。教育課

程によって、その学校の特色が決まる。

教頭は、校長の学校経営方針に沿い、各学校

の個性や特色をどのように発揮しようとしてい

るのかを所属職員に明確に意識させ、教育課程

の編成に当たりリーダーシップを発揮していか

なければならない。

この調査時点では、教育課程の編成基準もま

だ示されておらず、教育課程の編成が十分に行

われていない状況であったため、学校の特色を

アンケートに記載した学校は少なかった。

記載があった例は、次のようなものである。

特徴として、二期制や45分７時間授業の検討、

「総合的な学習の時間」の中で地域の特色を生

かそうとするもの、学力の向上に取り組もうと

するもの等が見られた。

ア．制度面での特色

・二期制を検討している

.ｌ単位時間45分、１曰７時間授業を検討

３校

・２学年より、類型を設置する２校

・２学年で機械系電気系にクラス分け、３学年

で５類型とする

・農業科で類型を実施する

・選択制を積極的に取り入れ、進路希望に合わ

せた選択を可能にする２校

イ．教育内容での特色

・課外で行っていた進路指導、生活指導を「総

合的な学習の時間」に行う

・地域性を生かして国際理解教育を行う

・地域との連携を行う

この結果から、新たな教科の導入に伴う指導

体制の確立にとまどっている姿が見えてくる。

第一に、教科の内容や新教科に取り組む意識

の持ち方等である。

「総合的な学習の時間」については、特に内

容や担当者の決定に苦労している学校が多いこ

とが分かる。

教科「情報」では、教員免許取得の講習が現

職教諭を対象に実施され、教科「情報」の教諭

が配置される計画であるが、まだ具体的な教員

配置の予定が見えてこない。また、全校にパソ

コン教室が設置されているものの、パソコン教

室へのインターネット導入事業が平成13年度よ

り始まったばかりであり、既存の機器の更新が

進まないためインターネットを活用する授業に

不安があるなどの状況もある。
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ない」等が理由であった。

その他、午前中または６校時まで学校に生徒

を置くべきと回答した学校に共通して「学習に

取り組ませるために授業時数を確保すぺき」と

いう意見が多かった。

一方、最低単位でよいとした学校も３校あり、

「ゆとりを持たせたい」「生徒の変化への対応」

が理由であった。

・理科教育の充実（２学年までに４科目必修）

・大学に進学できる学力をつける

・基礎学力をつける

・体験学習の導入

４３学年での履修単位数について

平成14年度から完全学校週五曰制が実施され、

平成15年度の新教育課程を前倒しして卒業に必

要な単位数が74単位でよいことになる。

都の指針では、全曰制課程では1.2学年で

ホームルームを含めてそれぞれ30単位以上を履

修することになっているので、卒業単位数が７４

単位となると３学年では最低16単位を修得すれ

ば卒業できることになる。計算上、ｌ曰２～４

時間の授業を受ければよいことになる。

アンケートの結果によれば、多くの学校で自

由選択科目は１～２校時と５～６校時に、必修

科目は３～４校時に置かれているので、選択科

目の履修時数を少なくすれば、３校時から登校

する生徒や午後は下校する生徒が増えることに

もなりかねない。

これまでも、都立高校では生徒が通える範囲

に補修を行う塾や予備校が多いため、午後は学

校の授業を受けずにそのような機関に通う例が

見られた。また、生徒の多様化から、学習意欲

のない生徒を卒業単位として必要のない科目の

授業に引きつけておくことが困難であるとして、

あまり多くの科目を履修しなくても良いことに

している学校もあった。

これらのことから、卒業単位数の減少によっ

て生徒の学校離れの傾向を助長しないかとの不

安があった。

しかし、実際には、新教育課程においても３３

校中12校は午前中、１３校は６校時まで生徒が学

校にいるようにしようと考えていることが分か

った。したがって、卒業単位数についても最低

の７４単位ではなく、多めに履修させる例が多く

なっている。

午前中まで生徒を学校におきたい（履修単位

７８～80に相当）と回答した学校は、「生徒指導

上の問題」や「単位を－部修得できなくても卒

業できるように」という理由が多かった。

また、６校時までとした学校は専門学科に多

く、「専門学科では履修科目が多く、自由選択

を取り入れる余地がない」「専門制を低下させ

Ⅲまとめ

学校週五曰制の完全実施によって授業時間数

が減少する一方で、新教育課程の実施に伴い

「総合的な学習の時間」と新教科「情報」が導

入される。

「総合的な学習の時間」は、教科・科目の枠

を取り払った横断的・総合的な学習活動を、生

徒主体で行える内容であり、各学校の創意工夫

によって、従来の教育活動とは違ったアプロー

チで、自ら考え、自ら学ぶといった「生きる力」

をはぐくむことができる。

また、新教科「情報」は、ＩＴ時代にあって

情報リテラシーを育成し、向上させていく内容

で、これからの時代において必要性の高い教科

といえる。

一方で、これまでにあった教科でも、基礎基

本を大切にした指導に十分な時間を確保する必

要性はますます高まっている。さらに大学進学

を希望する生徒が多くいる学校や、資格取得を

重視している専門学科の学校においては、生徒

の希望を実現させる教育活動を優先させたいと

いう学校の思いと、生徒・保護者からの期待が

ある。

このように、新教科の導入と既存の教科の重

視を両立させようとすると、各学校がそれぞれ

の実態に合わせて、かなりの工夫をしなければ

ならない。すでに、二期制の導入や45分７時間

授業を実施したり検討している学校がある。ま

た、３学年での選択科目の在り方を検討するこ

とも一つの方策である。さらには、週休曰とな

る土曜日や長期休業期間の活用等についても検

討する余地がある。いずれも、これまでの単な

る教育課程改訂時の対応を越えた、かなり大き

な変更である。

また、実際に教育課程の検討に入った学校で

は、教科間の時間数の取り合いの例が見られた。
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しかし、教頭は学校の進むべき道を見誤らせ

てはならない。広い視野と先見性を持ち、自校

が社会に果たすべき役割を踏まえて、進むべき

道を示す。教職員に勝る知識や情報を持ち、よ

り多くの具体例を示すことで教職員の考えをま

とめ、よりよい教育課程の実現を目指さなけれ

ばならない。

今こそ教頭が先頭に立ち、校長の学校経営方

針を具現化し、都民の期待に応えられる学校づ

くりに逼進しなければならない。

〈研究協力者〉

小林幹彦

武山洋二郎

小池幸彦

山下貢

正角良子

星野喜代美

小林淑訓

吉田定良

○福嶋順一

瀧上文雄

石坂政俊

松浦啓介

初見豊

斎藤眞理

和田盛二

(○印は発表者）

大森高等学校

元田柄高等学校

大森東高等学校

千歳高等学校

武蔵丘高等学校

富士高等学校

飛鳥高等学校

赤羽商業高等学校

牛込商業高等学校
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４学校外における学修の単位認定
~新しい学習の場の拡大を求めて－

東京都立高等学校教頭会

高校教育研究部第２委員会

Ｉはじめに

本委員会では、12年度まで「総合的な学習の

時間」、「新教科『1情報』」について、都立高

校を対象とするアンケート調査を行い、実施上

の課題、実施に当たって教頭の役割を、事例を

踏まえて研究してきた。

今回は、平成15年度から新教育課程が年次進

行で実施されることに伴い、都立高校が「学校

外における学修」について、どのようにとらえ、

どのように自校の教育課程に活かそうとしてい

るかをテーマにして、２月にアンケート調査を

行い、研究してきた。

全曰制の都立高校208校のうち150校から回答

されたアンケート調査の結果を踏まえ、「学校

外における学修の単位認定」について、導入の

有無や導入形態、導入成果、導入にあたっての

教頭の役割等、事例を踏まえて考察した。

まず、｢高等学校の生徒の学校外における学修」

の成果の認定については、これまでも、専修学

校における学修の成果と技能審査の結果につい

て、認められていたが、さらに、平成10年の学

校教育法施行規則の改正により、｢単位認定の対

象となる学校外における学修」が拡大されるこ

ととなった。

「学校外における学修の単位認定」の対象と

なるものは、漢字検定、硬筆・毛筆検定、実用

英語技能検定（３級～1級)､情報処理検定、全

国家庭科技術検定、ワープロ技能検定をはじめ

とする各種検定、大学における学修、ボランテ

ィア活動、インターンシップなどがあげられる。

これらの「単位認定の対象となる学校外にお

ける学修」の機会を、文部省（当時）が拡大し

た主旨は、

①生徒の能力・適性、興味・関心等の多様化

をふまえ、学修の機会を増やすこと

②生徒の自ら学ぶ意欲を喚起し、生涯にわた

って学修できる力の育成を図ること

③学校の中での教育だけでなく、学校の外に

ある教育力を広く学校教育に活用することを

目指すである。

そこで、学校外における学修を導入するにあ

たっての観点としては、生徒が単位を取りやす

くする、あるいは卒業しやすくするためではな

く、通常の教室での学修を充実させるとともに、

教科の学習の基礎・基本の上に立ち、｢学校外で

の学修」をその趣旨に沿って活用して行くこと

が重要となる。

平成10年度以前においても、既に専門学科や

－部の普通科高校では、生涯の学修意欲を高め

るために、様々な検定等を受けさせることで、

学意欲を高めるなどの大きな成果を得ている。

東京都教育委員会では、｢高等学校の生徒の学

校外における学修の単位認定に関するガイドラ

インについて」（平成10年度文部省「高等学校

教育多様化実践研究委嘱」報告）を参考に検討

を重ね、都立高校での学校外における学修の単

位認定に関する指針を、次のように定めている。

①「単位認定の対象となる学修の範囲」は高

等学校教育の目的や水準に相当するもので、

学校教育法施行規則第63条の４並びに文部省

告示第４１号（平成10年３月２７日）によって定

められた学修である。

②学習指導要領に定められた必履修教科・科

目は、当該学校において履修させることとし、

学校外における学修をもってこれに代えるこ

とはできない。

③単位の認定権物は、各学校の校長とする。

④全日制課程、定時制課程、通信制課程の生

徒に適用される。

⑤認定できる単位数の限度は、２０単位までと

する。

⑥認定された「学校外における学修」の単位

は、卒業に必要な単位数に含めることができ

る。

⑦単位認定の時期は、原則として、学習の成

果が認められた年度の対応する教科・科目ま

たは「学校設定科目」の単位を認定する時期

とする。
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⑧単位認定にあたっては、評定は行わず単位

の認定のみとする。

⑨単位認定にあたっては、事前に連携する機

関や団体の制度の主旨を十分伝え、実施上必

要があれば協定を結ぶなど、共通理解をもつ

ようにする。

⑩大学等における学修は、原則として、対応

する教科・科目に位置付ける。

⑪各種学校や予備校における特別進学指導に

関わる学修の成果は対象としない。

等である。

にわたる学習の基礎を培うところにある。そ

の意味では、高校大学連携・インターンシッ

プ・ボランティア活動等の分野は、これから

の取り組みが期待されるところである。現在

のところ実施している高校はわずかであるが、

「Ⅲ事例と考察」で紹介する。

(2)単位認定の取り扱い

分野によって、次のように分れている。

高校大学連携等・インターンシップ・ボラ

ンティア活動は、学校設定教科・科目として

位置付け、時間を目安に科目の単位数を決め

て認定しているところが多い。

また、技能検定については、例えば英語検

定は英語Ｉといったように、学習指導要領で

示された教科・科目の増加単位として、基準

どおりの単位数を認定しているところが多い。

(3)導入した動機

①地域の要望………………………０

②生徒の多様化への対応…………１６校

③その他……………………………７校

・柔軟な教育課程・フリーター防止・学習

意欲の向上.望ましい勤労観、職業観・

校内設備の不足・生徒の意欲の評価・養

護学校との交流等

「学校外における学修の単位認定」を導入

した動機については、その他に書かれていた

それぞれの項目も含めて「生徒の多様化への

対応」と集約することができる。

英語検定・漢字検定等の技能検定は、単位

認定することで、それぞれの教科の学習に意

欲的に取り組む姿勢を生徒に喚起する効果が

ある。

また、学校外における学習は、体験的な学

習や学校ではできない学習を通して、生徒の

進路実現への意欲や、興味・関心を引き出す

ために効果がある。

「学校外における学修の単位認定」を導入

した高校は、教育課程を弾力化することによ

って、様々の個性をもった生徒に対応するこ

とを目指した。

(4)導入後の対応

「学校外における学修の単位認定」を導入

した高校へのアンケート調査によると、保護

者、生徒、教員とも好評であったと報告され

ている。その主な理由は以下のとおりである。

Ⅱアンケート調査とその分析

都立高校における「学校外における学修の単

位認定」の取組み状況は次の通りである。

・導入している……………２３校（15％）

・導入していない…………127校（85％）

この数字が示すように、都立高校ではほとん

ど進んでいないのが現状である。

１導入している学校の実態

「学校外における学修の単位認定」を導入し

ている学校の実態について以下にまとめる。

(1)分野

「学校外における学修の単位認定」を実施

している分野は次の通りである。

①高校大学連携……………………４校

②専門学校（専修学校）聴講……1校

③都総合技術センター実習………１校

④英語検定…………………………１１校

⑤漢字検定…………………………９校

⑥④⑤以外の技能検定……………９校

⑦インターンシップ………………４校

⑧ボランティア活動・・………･……３校

英語検定・漢字検定等の技能検定は、対応

する科目、認定単位数など、文部省の指針が

あるので、学修の単位認定がしやすく、取組

んでいる学校も多い。

また、英語検定・漢字検定以外の技能検定

についても、専門学科において同様の理由で

取組んでいる。

「学校外における学修の単位認定」の趣旨

は、生徒の能力・適性、興味・関心等の多様

化の実態をふまえ、学習の選択幅を拡大する

とともに、自ら学ぶ意欲の向上により、生涯
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て検討したが、課題が山積みで導入する余

裕がないというのが現状である。生徒が生

き生きと取組めるものを提供するために、

今後検討していくべきだと考える。

（普通科）

(4)導入しない…………………………１１校

・本校の現状では校内の教科・科目の単位認

定だけで十分である。部活動が盛んなので、

ほとんどの生徒が部活動で時間とエネルギ

ーを取られている。したがって導入する予

定はない。（普通科）

・生活指導重点校においては、自校での単位

を習得させることが最も重要な課題となっ

ている。高校のレベルとしては非常にやさ

しいと思われる授業内容でさえも、まじめ

に学修できない生徒が、学校での学習態度

にかかわらず、校外で単位が取れるとした

ら、学校の存在があやしいものになる可能

性がある。（普通科）

(5)検討していない……………………６６校

・導入を早急に検討する予定であるが、新教

育課程編成、総合的な学習の時間の検討に

時間を取られている。（普通科）

・生活指導に重点を置いている。このため、

統一した指導ができることが重要だと考え

ている。しかし、多様な体験をさせること

の利点も捨てきれない面がある。(工業科）

①保護者の反応

・学校外での生活体験を生徒は浴している

・進路について主体的に考えるようになっ

た

・資格取得に対する意欲が生まれた

②教員の反応

・技能検定受検の生徒に意欲が生まれた

．特に興味・関心の高い生徒には好評

・学校では身に付けられない力がついた

・就業体験が進路実現に有効

・進学の目的が明確になった

③生徒の反応

・学習に対する意欲が生まれた

・興味関心があることなので楽しい

・検定合格の喜びを味わった

・自分の適性が分かった

これらのコメントの中に、「学校外におけ

る学修の単位認定」の目指すものが獲得され

ている。

２導入していない学校の実態

都においては、前述の「学校外における学修

の単位認定の対象の拡大について（通知)」（10

教指高第167号）による、「学校外における学修

の単位認定」の趣旨が、施行２年目の平成12年

度において、各学校に十分に浸透していないの

が実情である。

まずは、「導入していない」学校について、

「学校外における学修の単位認定」を導入する

ことについての回答と代表的なコメントをまと

めてみた。

(1)導入が決定している………………1校

・平成13年度より、高校大学連携を導入。

協定した４大学に行き、講義を受けること

で、６単位まで認定する予定。（普通科）

(2)導入を検討している………………１８校

・平成15年度に向けて取組む予定だが、内容

は未定。（商業科）

・平成14年度にインターンシップを導入予定。

（商業科）

・平成15年度に課題研究のかたちで、インタ

ーンシップ、工業資格認定を導入予定。

（工業科）

(3)導入したいが現状では困難………１５校

・平成９年度、１０年度に教務部が中心になっ

以上のように、｢学校外における学修の単位認

定」について導入が進んでいない事情は、先に

も述べたとおり、その趣旨が十分に学校に浸透

していないことが大きな要因である。教育課程

への必導入分野ではないことから、次のような

理由で、検討もなされていないのが実情である。

・必要性がな(』

・生徒の実情に合わない

・教員の意識が高まっていない

・他の課題が山積しているため、検討する時間

がない

しかし、他校の実態を見ながら、新教育課程

編成の作業の中で、検討していく予定の学校も

多数見受けられろ。導入している学校の実例は

多いに参考になるものと思われる。
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わせて、｢学校外における学修」への取組み、

単位認定をすることで定着させていくべきで

あると我々は考える。

３まとめと課題

「学校外における学修の単位認定」は、まだ

始まったばかりの取組みであり、導入している

都立高校はわずかに２３校（アンケート回答の

150校中）である。今回のアンケート調査を

もとに考察した結果を次にまとめる。

Ⅲ事例と考察

都立高等学校教育第２委員会では、先のアン

ケート調査をもとに「学校外における学修の単

位認定」の参考となる事例として、特に「高校

大学連携」と「インターンシップ」を取上げ、

調査・検討してきた。以下にその概要を示す。

「学校外における学修の単位認定」の取組み

は、次の二つの分野に大別できる。

①生徒の主体的な学習

英語検定・漢字検定・その他の技能検定等

②学校外における学修

高校大学連携・インターンシップ等

それぞれの取組みの特長は次の通りである。

英語検定等の取組みは、基本的には学校で

の教育活動の延長線上にある。したがって、

教育課程上に特別の設定を要しない。生徒の

主体的な学習にゆだねられている。検定の試

験を実施し、合格の有無によって単位を認定

することになる。その基準の目安も決められ

ている。その意味では取組みがしやすい。

実施校の報告によると、希望生徒はそれほ

ど多くないものの、意欲的に学習する生徒を

評価することができるとともに、単位認定を

することで、その後の生徒の取組みを助長で

きるという点で効果的である。

高校大学連携・インターンシップ等の学校

外における学習については、今後の教育活動

に新しい展開をもたらすものである。そのた

め、教育課程上での位置付け、連携先の開発、

目的・計画・内容等の検討など、様々な準備

が必要となる。したがって、校内体制をつく

り、研究協議を深める、学校独自の取組みを

する必要がある。

しかし、実施校の報告によると、在り方生

き方教育、進路開拓及び進路実現、個に応じ

た教育など、学校での教育活動を補完すると

いう意味で、効果的な取組みになる。

「学校外における学修」は、｢総合的な学習

の時間」のように必ず実施しなければならな

いものではない。しかし、今回のアンケート

調査をもとにした研究を通して、｢学校外にお

ける学修」は、新学習指導要領に示された教

育を推進するために有効であり、必要なもの

であると考える。それぞれの学校の実情にあ

１高校大学連携

都立Ａ高校の場合

都立Ａ高校では、｢大学で学ぶことを体験させ、

大学に進学することの意味を考えさせる」こと

を目標とし、平成12年度からＢ大学の商学部と

「キャンパスインターンシップ」と呼ぶ、大学

との連携教育を行っている。

①平成12年度の流れ

３月１曰連携教育推進委員会発足

３月１０日大学キャンパスにて調印

４月１２曰「学校設定科目」｢学校設定教科」

の教育委員会への設置申請

５月１７曰生徒への説明会・面接

６月下旬生徒による講義内容の研究

７月中旬直前指導（受講に関する諸連絡、

諸注意）

７月２６日直前指導

２８曰ビジネス英語、図書館見学

２９曰多国籍企業論、図書館情報検索

３１曰消費物行動論

８月ｌ曰パソコンで学ぶ経済学

９月上旬事後指導、生徒の報告書作成

②単位の認定

ア教育課程への位置づけ

教科名「校外学修活動」

科目名「大学等における学修」

認定する単位数「通年コース」２単位

「ゼミコース」ｌ単位

イ単位認定の要件

大学より発行される「修了証」

大学より発行される「受講状況」

生徒本人が提出する受講レポート

事前指導、事後指導の状況報告
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づくりをした大学側の努力にもある。

13年度は、都では６校を「高校大学連携教

育」推進指定校にした。

今のところ、大学の教授の出前講義、講演

依頼、通年の講義受講、短期ゼミ等が考えら

れているが、大学側は、高校側の要望や情報

を基に、その在り方を模索している状況もあ

り、高校がどこにねらいを置き、どのように

実施するのがよいかを明確にして実施するこ

とが重要である。

教頭は、実施するまでの校内の組織やルー

ルづくり等の環境整備、教職員の理解と協力

を得ていくことが大切である。

Ａ高校では、多様な生徒の進路にあった様

々な形の高大連携をめざし、実施する大学の

数や学部の種類を広げていくという。

まだ緒についたばかりの高大連携であるが、

いずれは、生徒の指導にあたり、高校が大学

に情報を提供してもらったり、必要があれば、

大学の研究室に指導をお願いしたりすること

がスムーズに行え、真の意味の連携が行える

曰がくるものと確信している。

ウ単位認定の審査

学校における「連携教育委員会」の中に、

審査委員会を設け、｢単位認定の要件」を審

査し、成果が修められたと判断した場合、

審査委員会が認定の手続きを行う。

審査結果は成績会議に報告し、校長が単

位認定を行う。

また、このキャンパスインターンシップに

参加することが、Ｂ大学を受験することと、

全く無関係であることも大学と高校で確認し

ている。

③生徒の様子

Ａ高校は、東京の東部にあるため、生徒が

Ｂ大学に行くには２時間以上かかることが考

えられる。

そのため、通年で大学に行くことはできず、

夏季休業中の４日間に、県立神奈川Ｃ高校、

埼玉県立Ｄ総合高校の生徒とともに、Ａ高校

の生徒14名が参加し、講義を受けた。

生徒の参加理由は多くは、

「大学の雰囲気を知りたかった」（10名）

「高校とは違う分野を学びたかった」（４名）

「志望学部が合っているか確認したかった」

（４名）

であり、大学の学習内容等に関心が強い生徒

が参加している。

大学では、高校生向けに講義を組み立て直

して、生徒が興味・関心を持てる内容を用意

した。

全体的に、受講した講義については、

「とても分かりやすかった」（２名）

「やや難しかった」（６名）

と答えている。中でも、学校で学習していな

かったインターネットの実習授業は難しかっ

たようである。

④者察

12年度の参加者14名の内、３名がＢ大学に

進学した。また、Ｂ大学の合格者が昨年度２

名から６名に増えた。参加生徒の大学に寄せ

る関心は高まったことは確かである。

この取組みを成功させるカギは、高校大学

の連携を密にした協力であった。

また、大学の講義をそのまま受けさせるの

ではなく、高校生にあったプログラムをつく

り、高校生が興味と関心を持てるような教材

２インターンシップ

東京都教育委員会においては、中央教育審議

会「２１世紀を展望した我が国の教育の在り方に

ついて」の答申、新高等学校学習指導要領の

「望ましい勤労観・職業観の育成等を図ろ」と

いうことを受けて、平成11年10月に策定した都

立高校改革推進計画・第２次実施計画の中で、

インターンシップを積極的に推進することを計

画した。

そこで、本委員会では、｢学校外における学修

の単位認定」という視点で、インターンシップ

について、調査・検討をした。以下に、Ｅ高校

の事例の概要を示す。

①インターンシップ導入の理由

｢夏7雨音署］
仕事に対する若者の意識が薄い。

そのため、自己の能力を発揮できずに1年

以内に離職する。

F憂寶557重宙~｜
本校の生徒の職業に対する意識を高め、望

ましい職業観や勤労観を養う。
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になった

・今回の体験で得た知識や保育士の仕事が僕

のこれからの人生で、血となり肉となる

福祉施設

・お年寄りと接するときの目的や意味なども

教えていただき、勉強になった

・お年寄りとのコミュニケーションが何より

大切だということが実感できた

菓子製造業

・親身になって教えてくれたので、自然に体

で覚えた

・自ら行動することにより、いろいろ得るこ

とができると分かった

病院

・看護婦の仕事が具体的に分かり、看護婦に

なるという気持ちが強くなった

・看護婦として何よりも大切なことは、笑顔

と明るい表情だということが分かった

⑥今後の課題

希望者から全員へ

・生徒への動機付けと就業体験への意欲の喚

起

・マナー等の日常的な指導との連携

・受け入れ先の開発

校内体制の整備

・担当分掌等の位置づけ

・教職員の意識改革

・学校全体としての取組み

教育課程への位置づけ

・教科指導との連携

・評価の仕方等の研究

・単位認定の仕方

⑦考察

インターンシップは、Ｅ校の事例からもわ

かるように、

・生徒の興味・関心をもとに、能力・適性を

引き出し、進路決定に結びつく

．開かれた学校づくりとして地域社会との連

携の強化に結びつく

・学校の特色化に結びつき、募集対策に効果

的である

など、校内における教育活動にはない効果が

ある。また、高校生に勤労観・職業観を養う

ことができるという点で、今後多くの学校で

取り組んでいくよう、検討する必要がある。

②実施計画及び実施経過

３月インターンシップ推進委員会発足

４月受け入れ企業の開拓

５月ＰＴＡへの理解と協力依頼

６月実施要綱決定

生徒への希望調査

受け入れ企業への依頼

資料作成

７月事前指導、健康診断等

企業との打ち合わせ

実施

就業体験視察及び指導

曰誌の作成指導と点検

事後指導

９月体験報告会

③実施内容

受け入れ先

保育園・福祉施設・菓子製造業・病院

対象希望生徒

内容それぞれの事業所における就業体験

事前指導

目的意識とマナーの育成

・インターンシップ壮行会の実施

・受け入れ先への挨拶廻り

安全確保と健康管理

・保険の加入と健康診断の実施

実施中の指導

受け入れ先への出向・指導

生徒の取り組みの把握

インターンシップ日誌の作成

事後指導

報告会の実施（体験発表）

④実施後の成果

生徒の成長

・就業体験が進路決定に結びついた

・社会性（挨拶・敬語・態度）が身に付いた

地域社会との連携

・地域社会に学校を理解してもらえた

・地域の人々が学校を支援する体制ができた

募集対策への効果

・学校の特色化につながった

．応募者が増えた

⑤生徒の感想

保育園

・授業でできなかったことができたので勉強
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本委員会では、インターンシップの導入に

当たって教頭として留意する主な点を次のよ

うに整理した。

・教職員の意識改革と組織作り

・受け入れ先の開発とニーズの調整

・生徒の安全確保と保険への加入

・教育課程への位置づけと教科指導との連携

・生徒への指導体制の整備など

インターンシップについては、今後単独の

研究テーマとして研究する必要があると考え

ている。

〈研究協力者＞

内田和博

村井信彦

木部貞善

横山芳夫

吉兼元幸

寶槻広

亦木一彦

清水ゆかり

野志兼夫

佐藤栄

三宅英次郎

○宮田茂

究協力者＞（○印は発表者）

内田和博（曰比谷高等学校）

村井信彦（明正高等学校）

木部貞善（元芸術高等学校）

横山芳夫（杉並工業高等学校）

吉兼元幸（園芸高等学校）

寶槻広（井草高等学校）

亦木一彦（田柄高等学校）

清水ゆかり（向丘高等学校）

野志兼夫（高島高等学校）

佐藤栄（元竹台高等学校）

三宅英次郎（南葛飾高等学校）

宮田茂（江戸川高等学校）

吉川英雄（城東高等学校）

向井誠矢（館高等学校）

渡邊博史（秋川高等学校）

小久保正己（久留米高等学校）

北川昇（小金井工業高等学校）

松本光正（永山高等学校）

宮崎高一（新島高等学校）

Ⅳおわりに

東京都においては、学校外における学修とし

て、インターンシップのもつ意義にかかわらず、

導入している学校がまだ少ない状況である。

導入の意義については、どの学校の教頭も認

めているところであるが、実際に導入となると、

検討の段階でいくつかの問題点が出てくるとい

うのが実態であろう。

次の意見は、導入の課題について、典型的な

ものと思われる。

「生活指導重点校においては、自校での単位

を修得させることが最も重要な課題となってい

る。高校のレベルとしては非常にやさしいと思

われる授業内容でさえも、まじめに学習できな

い生徒が、学校での学習態度にかかわらず、校

外で単位が取れるとしたら、学校の存在があや

しいものになる可能性がある」（Ｆ高校）

多様な個性を抱える学校の、偽らざる感想で

ある。

不本意入学、無目的学校生活、学習不適応、

基本的生活習慣の未定着等、多くの課題を持つ

生徒の関心を少しでも学校に向けさせようと、

普段の授業での取組みに精力を傾けている学校

の教員にとって、学校外における学修は、｢教室

での授業」のアイデンティティを希薄にすると

いう不安は拭い去れない。

しかし、だからこそ、生徒の可能性を引き出

す契機としての学校外における学修の意義は大

きいといわざるを得ないだろう。

「高等学校の役割をもう一度検討すべき。学

力低下の問題もあり、学校のあり方を本質的に

検討すべき」（Ｇ高校）という意見が象徴的であ

る。
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第１委員会（生徒指導）

5．スクールカウンセラー配置校を巡る事例研究……･………･…･…３８

梶野茂男（桜町高校）

第２委員会（教育外指導）

※６．保護者との連携における生徒指導の可能性・…………………..…４４

銅谷新吾（世田谷工業高校）

(注）※印は全国大会で発表したもの。
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5．スクールカウンセラー配置枝を巡る事例研究

東京都立高等学校教頭会

生徒指導研究部第１委員会

ついて調査し、事例を基にした比較検討をする

ことを企図した。

そこで、スクールカウンセラー活用調査研究

委託校の『報告書』を収集して、実践例の分析

を行うことにした。報告書には、ＳＣ導入校に

おける経過や、Ｓｃ活用の方法と活用頻度や、

組織的受け入れ体制など、ＳＣとの連携のあり

方がこの事業の成否を左右する様々な要素を含

んでいるからである。報告書は、ＳＣ配置校か

ら入手し、直接ＳＣ配置校に勤務する教員．教

頭から実態を聞きとることで、より掘り下げた

実態を知ることにつとめた。また、都教委の指

導部指導企画課からこのことに関する資料を提

供していただく等資料収集を行った。ここに調

査研究に関係した方々に厚く御礼を申し上げる。

１．はじめに

カウンセリングマインドという言葉が使われ

るようになって久しい。生徒指導第一委員会で

も、３年前の秋田大会で、当時の都立教育研究

所が主催する、カウンセラー養成講座に参加し

た教員が、校内でその後どのような役割を果た

しているか、効果的な活用と課題についての報

告を行った。

心の教育をどうすすめるか

現在、学校現場が抱える大きな教育課題とし

て、「いじめ」「不登校」「暴力行為」などが

ある。高等学校では特に中途退学が特定の学校

に集中しており、それらの高校では問題行動も

多発し、それに対応する教員は神経をすり減ら

し、心理的ストレスから、休暇や退職につなが

るケースも少なからず見られる。

文部省では、平成７年度から平成12年度にか

けての６年間に渡り、「スクールカウンセラー

活用調査研究」事業を実施した。その趣旨は、

「いじめや登校拒否等児童生徒の問題行動等の

対応に当たっては、学校におけるカウンセリン

グ等の機能の充実をはかることが重要な課題と

なっている。このため、児童生徒の臨床心理に

関して高度の専門的な知識・経験を有するスク

ールカウンセラーの小学校・中学校又は高等学

校における活用、効果等に関する実践的な調査

研究について都道府県又は市町村の教育委員会

に委託し、もって児童生徒の問題行動等の解決

に資する。」であった。これは学校外の専門家

を学校に配置する初めての試みとして注目され

た。こうして、都立高校では、この期間中に、

２８校にスクールカウンセラーが導入された。こ

れは、都立高校約210校中の約一割強にあた

る。

３．Ｓｃ導入校の条件

ＳＣの資格要件・職歴・勤務形態・予算等

について

都の場合、ＳＣの資格は臨床心理士であるこ

と。臨床心理士の資格は、財団法人「曰本臨床

心理士資格認定協会」が基本的に心理学等を専

攻した大学院修士課程修了者を対象として資格

審査を行い、認定を行っている「心の専門家」

であること。通常は、区などの教育相談所や大

学の相談所、病院のカウンセリング担当の職歴

を持っていること等が求められている。これら

の条件は、一定の質を保つため資格用件が厳し

く、実務経験も求められ、需要の多さにもかか

わらず、簡単に配置ができない状況にある。都

立高校には都教委の面接を経て学校教育の現場

に向いていると判断されたＳＣが採用され毎年

12名程度派遣されていた。これらのＳＣは、小

学校や中学校を何校か兼務したり、大学や教育

相談所など、他に仕事を持っているケースが多

く、小学生から成人に至るまでの多様な年齢層

を扱った経験者が多い。予算面においては、導

入校では、都立高校の場合、年間280時間、

35週で週１日８時間か、週２日４時間勤務であ

２．研究の方法

本委員会では、当初は、スクールカウンセラ

ー（以下ＳＣと略する）導入校と非導入校の教

員のカウンセリングマインドの定着度の違いに
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る。予算配付額から見ると、時給は5800円で年

間１校で人件費で１６０万強、これに一般需要

費や旅費等が上乗せされ、２２０万程度であ

る。有資格者の少なさを無視しても、全校配置

には約４億円余りの予算を要し、昨今の財政難

を思うと道が険しいことがわかる。その中で、

今年度から５年計画で全都の公立中学校にカウ

ンセラー（臨床心理士）を全校配置に踏み切っ

たことに賭ける都教委の意気込みが伺える。

ものであった。

ＳＣ導入の結果

Ｈ校では、担任からの予約面談や、生徒の自

主面談の他に、特に教員が生徒の指導に関して

ＳＣに相談することが非常に多かった。このこ

とにより生徒に対する新しい視点が増え、ＳＣ

との情報交換によって、教員は指導法に様々な

選択肢を加えることができるようになった。担

任にとっては精神的に不安定な生徒を専門家に

見てもらえる安心感は大きく、必要な生徒には

適切な外部機関を紹介することによって、専門

的な治療が受けやすくなった。このように、生

徒、保護者、教員にとって、専門家によるカウ

ンセリングを身近に受けることができるという

ことは大きな助けとなり、Ｈ校にとってＳＣ配

置の制度は非常に成果をあげてきていると言え

る。

ＳＣ自身の感想は、「底辺校とか教育困難校

といわれる背景には、生徒達が学力の問題だけ

ではない様々なものを背負って高校に入学して

来た現実があると思われる。だからこそひとり

ひとりの生徒をいろいろな角度から見ることが

大切なのではないか。それにしても、先生方の

曰常的な忙しさにあらためて大変だなぁと思っ

たこの二年間だった。」

最後に、Ｈ高のその後について報告したい。

Ｈ高では、研究終了後、ＳＣは非常勤の嘱託で

はなくなったが、カウンセリングが必要なケー

スについては、学校側がＨ高に配置されたＳＣ

と連絡を取って学校のカウンセリングルームで

自前でカウンセリングを実施している。費用は、

ＰＴＡの予算で、ＳＣの好意もあり年間で10万

円で数回程度あると伺っている。

(1)Ｈ高校の事例

学校の実態と導入の経緯

平成８～９年度のＳＣ受け入れ校

Ｈ校は中退者が多く、中国帰国子女受け入れ

校ということもあり、カウンセラー導入に対し

て積極的であった。受け入れ決定と同時に「カ

ウンセラー受け入れ委員会」が組織され教員向

けのアンケートで学校側のニーズを明確にして

いる。教師がカウンセラーの活躍に期待する主

なものは、不登校、問題行動等の生徒や保護者

に対してのカウンセリングと、生徒理解への教

員とは異なった視点の提示であった。一方、外

部の専門家であるカウンセラーに対して秘密の

処理、生徒の抱え込みに対する不安感も強かっ

た。

２年間の活動の概要

初年度はニーズが多いため、原則として生徒

の自主来談は受け付けず、教師の相談と教師側

から依頼があった生徒と保護者への相談を行い

ながら、継続相談が必要な生徒には外部相談機

関への紹介を行った。二年目は、初年度の反省

を踏まえ、生徒の自主来談の曰を設定し、昼休

みと放課後相談室をオープンにして生徒の利用

をすすめた。しかし、自主来談に訪れる生徒が

少なかったため、委員会と相談し２学期にエゴ

グラムを主とする「心理テスト月間」を設けた

ところ、３年生を中心にそれまで来談した生徒

層とは異なるタイプの生徒が多数訪れた。

また、教師対象の校内研修会を３回（内１回

は事例研修会）、校外等で講演会を含め６回実

施し生徒理解についてカウンセラーとしての視

点を示した。

こうして、二年間にわたる活動は、大きく相

談と研修を通しての啓蒙的意味合いのある活動

に分けられ、どちらもＳＣの活動として重要な

(2)Ａ工業高校の事例

学校の実態と導入の経緯

専門高校であるＡ工業高校では、中退率が高

く、特に１年生に集中している。そこで、中途

退学その他の問題行動改善の対策をたて、その

方策としてＳＣの配置を申請していた。

その解決を要する課題とは、(1)中退生の心理

状況把握、(2)問題行動を起こす生徒への適切な

指導法、(3)長欠生、保健室登校生への指導法の

３つであった。

活用計画の概略は、(1)生徒が気軽に相談をで
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位置づけが確立されていない状況での実践活動

であったが」ＳＣと嘱託員の学校心理士との２

名体制をつくることができ「カウンセラー室が

週５日、相談を受けられる体制にあることが意

味あることであった」。そして、２年間の研修

期間が終わったあとも、カウンセリングルーム

が活用され続けている。

きる場所（カウンセリングルーム）と雰囲気づ

くり、(2)中退・長欠・保健室登校生、問題行動

を繰り返す生徒への指導にあたる教員へのコン

サルテーション、(3)学校と家庭との連携を強め

るために保護者会・ＰＴＡ総会等への出席と相

談・助言、(4)保護者の来校と電話相談である。

（この電話相談は余り利用されなかった。）

また、生徒がカウンセリングを受ける際の教

員のフォローのための校内研修として、(1)カウ

ンセラーのあり方について、(2)ＳＣ活用状況報

告と生徒理解のための研修会、(3)関係者を交え

た拡大学年会形式の研修会等が企画実施された

が、全員参加の研修会は企画に終わった。

２年間の活動の概要

２年間の概要を振りかえる上で一番大きな特

徴は、ＳＣの配置と併せて、健全育成推進指導

教育相談員として学校心理士の資格を持つ教職

歴のあるベテランの嘱託員が配置され２名体制

が取れたことである。このため、火曜日以外の

日には、いずれかのカウンセラーがカウンセリ

ングルームに常駐することができ、水曜日には

二人が打合せをし連携をとることもできた。

ＳＣの２年間の相談件数は延べ77件で、生徒

が45件、保護者10件、教員22件である。もう一

人の嘱託の方は、延べ182件で、生徒108件、保

護者20件、教員54件である。

「工業高校ということで、女生徒が圧倒的}こ

すくない学校ではさほど相談件数は多くない」

また、他のＡ高の教員は、生徒達が「高校生

活の中で自分を見いだせずにいる。その結果と

して、不本意入学、中途退学者数の多さや、不

登校生の数も増大していることは明白」だと語

る。しかし、その圧倒的に少ない女子生徒の相

談件数を見ると、９名しかいない女子生徒の相

談件数は２年間で延べ25件にものぼっている。

報告書のデータからは、女性のＳＣが女生徒か

ら友人・異性関係、進路や性格検査などで相談

を受けている様子が伺える。

ＳＣ導入の結果

「成果として、年々中退者が減少してきた。

今年度の２学期末までを昨年同期と比較すると、

中退者は半数以下に減少している。教育効果は

複合的なものであるとはいえ、確実にカウンセ

ラーの配置により良い結果が生まれている。」

Ａ高では、「校内組織の中にカウンセラーの

(3)Ｋ高校の事例

学校の実態と導入の経緯

チャレンジスクール1校目として開校したＫ

高は、昼夜開講の三部制定時制、無学年の単位

制、総合学科の新しいタイプの高校である。同

校生徒の６割以上が不登校経験者で、生徒の３

割が中学既卒者でもある。Ｋ高では、これまで

の教育の中では自己の能力や適性を十分に生か

しきれなかった生徒や、不登校生など多様な生

徒を受け入れるため、入学選抜においても、自

己申告書と面接・作文を主とするなど他校に見

られない工夫をしている。

このため、当初からホームを15名の少人数に

押さえ、カウンセリングを学校経営や教育活動

の中核に置き、カウンセリングに関する業務は

進路・教育相談部（常勤３名）に位置づけられ

ている。そして、この経営方針を具現化するた

めに、以下の内容をソフト面で備えて対応して

いる。まず、第一に全員ホーム担任制であり、

第二にパーソナルチューター制度（一種の心の

担任制で悩みなどの相談にあたり、先生を生徒

が“逆指名”できる仕組み）である。第三に個

別指導計画であり、第四にメンタルフレンドシ

ップアドバイザー（都教委のアドバイザリース

タッフ制に近く、提携大学の心理学専攻の大学

院生に週１回来校してもらう高大連携の制度）

である。これに、人的配置としては、専任のカ

ウンセラー１名（教諭職で初年度は授業を持っ

たが２年目はカウンセラー業務に専念）とキャ

リアガイダンスのための嘱託員１名に加え、Ｓ

Ｃ（週１日勤務の非常勤）などの導入であり、

カウンセリング活動のソフト面でのネットワー

ク化を進めている。（ＳＣは1年目は文部省の

ＳＣ活用調査研究委託校の事業として、２年目

以降はチャレンジスクールに対する都独自の事

業として配置されている）

他方、ハード面では、進路・教育相談部の専
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用室として５室（各半教室の広さ）がある。ガ

イダンスルームは２室で、進路相談の生徒用の

部屋と執務室でキャリアガイダンスとキャリア

カウンセリング中心である。カウンセリングル

ームは３室ある。事務用の部屋や遊びや個人面

談用の部屋もあり、設備としても大変充実して

いる。

１年間の活動の概要と成果

調査研究の内容は、①チャレンジスクールに

おける教育相談体制の確立で、上述のカウンセ

リングルームの開設・整備・運営とＳＣの位置

づけの明確化と効果的な活用、②生徒・保護者

への援助で、ＳＣが担当する事例の検討、③教

職員（とくにホーム担任）への援助・連携のあ

り方と研修会の実施である。

Ｋ高における教育相談へのニーズは他校と比

べて非常に高く、１６１名の在籍者（女子が約

７割）に対して、カウンセリングルームを利用

した延べ人数は、何と2107人で、この他に相談

面接をした人数は394名にものぼっている。

これは、１２年度はＪ高全曰制との施設の共用に

よりＫ高生の居場所が不足していたことも背景

にある。この様子を専任教員のカウンセラーは

「毎日がまるでどこかの待合室にいるかのよう

で、たくさんの生徒譜君がいる中で目まぐるし

く動いていた」と表現している。

校内研修は、９月に全教職員対象に「不登校

生徒への対応」を実施したが、Ｓｃは、その後

事例検討会や、自主的な勉強会や研究会を提案

すればよかったと反省している。

Ｋ高の特徴は、生徒に不登校経験者が多いこ

ともあり、心理面でのケア体制のネットワーク

が充実しており、生徒にとっては相談場所の選

択肢が多いことである。このため、「Ｓｃは教

育相談部に位置づけられているが、専任の教員

がカウンセラーとして活躍しているので、他の

一般の高校におけるＳＣとは多少異なる役割が

求められる。」とし、－年間の活動で、「Ｓｃ

は基本的に心理的な問題や悩みを抱える生徒に

関する専門的な立場からの教員に対する助言、

対応が困難、複雑な生徒や精神医学的な観点か

らの見立てが必要な生徒及びその保護者の面接

を担当する」とその活動を位置づけている。

ＳＣに担当してもらった事例では、できるだ

けホーム担任と連携をとってもらい、具体的な

指導法などを示してもらい、効果的な援助活動

に役立てた。部内で週１回実施するカウンセリ

ングルームと保健室との情報交換会にてのコン

サルテーションにより、多角的視点からの援助

活動を展開できた。Ｋ高における教育相談活動

のあり方について課題が明確化した。

なお、ＳＣの活用で威力を発揮したのは、コ

ンサルテーションであった。

(4)Ｅ高校の事例

学校の実態と導入の経緯

区内で２番目に設置された伝統校であるＥ高

の生徒は愛校心も強く、多数が進学を目指し、

３学年では３つの類型に別れて学習している。

Ｈ９年度卒業生の進学状況は、４０％が大学・

短大進学で、専門学校は25％、就職３％、その

他（浪人等）３２％である。1年生の部活動加入

率は７割と高い。学校行事も活発で学校生活に

積極的に参加する生徒が多く、中退者もＨ９年

度末で８名で中退率は0.8％である。特別指

導は、Ｈ９年度は１９件で、喫煙指導が１１件と過

半数を占める。２４学級校で、生徒数は972名

である。

Ｈ７年度には不登校や保健室登校生、摂食障

害の生徒、境界型の性格傾向を持った生徒を指

導する必要が生まれ、８年度の文部省のＳｃ事

業に応募したが認可されなかったため、校内の

協力体制として教育相談係（教頭、各学年１名、

養護教諭、該当生徒の担任、生徒部１名）をつ

くり、生徒一人一人の問題を把握解決すること

を目指すなかで導入にこぎつけた。

２年間の活動の概要と成果

研究課題は、学校不適応等、生徒指導上の諸

問題に対応した教育相談活動のあり方の考察で、

主な内容は、健全育成のために、ＳＣとの連携

・協力のあり方を研究すると共に、学校として

のカウンセリング指導を充実させるための方法

等の研究であり、重点項目は、特に不登校傾向

を持つ生徒の指導にあたり、教育相談活動の効

果的なあり方であった。

相談活動状況は、面接・打合せ延べ件数で、

２年間で合わせて442件で、一日平均面接回

数は７．５回であった。生徒は延べ230件で５９名で

ある。約８割が養護教諭からの紹介である。教

員の打合せ件数は延べ152件、実数は２年間
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知っているので、教員の理解と支持を得てカウ

ンセリングマインドの定着に大きな貢献が期待

できる。次に割りとうまくいっているのが公立

の教育相談所の相談員の方である。豊富な臨床

経験を持ち、学校や医療機関との連携などで適

切なコンサルテーションが期待できる。うまく

いかない事例もあるのが、病院系または大学系

のＳＣかと思われる。無論個人差があり、学校

の実態の差があるので簡単にはいえないが、こ

れは、カウンセリングの仕事が精神医療から始

まったこととも関係しているだろう。これらの

カウンセラーは、蟻地獄型とも言われるように

クライエントがやって来るのを待ち、設定され

たカウンセリングルームでの来談者中心療法に

は長けているのだが、学校と言う現場では「組

織の中で動ける力量」がないと実力を発揮でき

ないまま終わる危険性があることを報告書の記

述から読み取ることができた。

②校内体制の問題では、ＳＣ導入に当たって

の校内コンセンサスの有無が大きい。Ｓｃ導入

を望むコンセンサスが出来て導入できたケース

は皆、受け入れの委員会や組織がしっかりして

おり、ＳＣと養護教育や担当者や担任との連携

ができている。また、活用の計画もしっかりし

ており、ＳＣの広報活動やＰＴＡの講演会や校

内研修会が活発に行われており、程度の差こそ

あれＳｃの配置が終了したあとをにらんでの長

期的視点にたった組織づくりが行われている。

校内組織は十分につくれなくても、導入する

ことが可能で有効であるのが、学校心理士の資

格のある嘱託員の配置と、アドバイザリースタ

ッフの派遣要請であった。ある定時制では、Ｓ

Ｃ派遣終了後も、ＳＣに後輩の大学院生を紹介

して貰って、アドバイザリースタッフとして、

カウンセリング活動を続けている。

無理に導入したケースでは、受け皿づくりも

不十分で、問題のある生徒のカウンセリングは

ＳＣに頼っている反面、自らのカウンセリング

マインドの向上や指導力向上のための努力をせ

ずに、派遣期間が２年間と短いと愚痴ばかり書

いてたり、報告書の内容の薄さや取り上げてい

るテーマから推し量ることが出来た。また、別

のケースでは、校長がＳＣに初対面の時に「必

ずしも全体のコンセンサスが得られている訳で

はないのですが頑張って下さい。」とＳＣを不

で重複を入れて３１名である。保護者の面接件数

は延べ60件、実数は２年にまたがって22名とＳ

Ｃが大変良く活用されていたことがわかる。

このように活用された背景には、校内組織と

して教育相談係が確立されており、「係が実質

的に機能していたからこそ、学校外から来たＳ

Ｃがスムーズに活動できた」と言える。特に、

「養護教諭は学校精神保健の重要な担い手であ

り、Ｓｃとその役割において共通する部分は多

い。」通常の活動では、年間を通して常に２～

４名の固定化した生徒に面接時間と回数の３割

強を占められた。これらの生徒は困難な不適応

問題を抱えている生徒であり、学校適応上より

困難な心理的・精神的問題を持っていて、神経

症、境界性人格構造の疑い、発達障害の疑い等

であった。それ以外のケースは、青年期特有の

問題ばかりであった。「例えば、過食、軽い自

己臭、友達関係（異性・同性）のこと、関連し

ての孤立の問題、自分らしさの問題、親との関

係、女性性・男性性の受け入れの問題、幼なす

ぎる遅熟の問題、進路等であった。」Ｅ高の養

護教諭は、２年間の活動を振り返って、「カウ

ンセラー制度を導入する際には、これまで学校

が独自に創りあげてきた教育相談組織の存在が

絶対的に必要であり、条件である。教育相談組

織なくしてカウンセリングの有効性は生かされ

ないと思う。」と述べている。

４．考察

17校のＳｃ導入校の報告書を読んだところ、

Ｓｃの導入が成功したケースと余り定着しなか

ったのではないかと思われるケースがあった。

いま、それらの要因を大まかに分類すると①カ

ウンセラーの資質の問題と、②校内体制の問題、

③教員の意識の問題、④生徒・保護者のニーズ

の問題に絞ることができるだろう。以下に、そ

れぞれのケースについて考察する。

①カウンセラーの資質の問題で言えば、３つ

の型に分けられるように思われる。良いタイプ

は、他の小中学校でＳＣの経験があったり兼務

している経験者である。このタイプは、学校と

いう組織の中で動く経験を有するので、生徒の

秘密を保持しつつも、教員や養護教諭に必要な

情報を提供したり、見立てを提供するなど柔軟

性に富み、学校現場でのＳＣとしての動き方を
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安にさせる発言をしている例が見られた。

③教員の意識の問題では、中退者の多い困難

校で教員が曰常の生徒指導に追われていて、Ｓ

ｃ配置を前向きに捉えられなかったり、生徒指

導部とＳＣの連携ができなかったり、養護教諭

が、意識的にＳＣに係わらないようにしたりし

て、ＳＣが孤立してしまったケースが見られた。

例えば、授業時間中の扱いをどうするかで延々

と議論をしたり、ＳＣを自習監督に当てて生徒

の実態を見てもらおうとしたり（さすがに実現

はしなかったが）などである。

反面、導入に成功した学校で、教員の意識に

与えた変化で一番大きかったのが、生徒理解に

これまでと異なる視点がＳＣによって導入され

て、カウンセリングについての啓発的活動によ

り意識改革が進んだことである。これは、事例

研究会などを通じて、生徒が時に見せる問題行

動等の背景が家庭環境や両親の不和や生徒の生

育歴などの学校だけでは解決のできない問題を

持っていることや、外部の相談所や医療機関と

の連携の必要性の認識（つまり開かれた学校づ

くり）や、受容的対応の必要性などのカウンセ

リングマインドの定着として現われてきている。

④生徒・保護者・教員のニーズでは、Ｓｃの

導入により、生徒や保護者とのカウンセリング

が始まり、教員との連携ができたケースについ

て紹介する。

まず、外部機関への紹介が必要なほどの重い

ケースについての臨床心理の専門家としての生

徒・保護者への直接のカウンセリングである。

そして、教員に対しては、問題を抱えている生

徒への指導法のコンサルテーションである。外

部機関への紹介もある。これらは、数は多くは

ないが、ＳＣに生徒指導で苦しむ現場が－番望

んでいる援助である。次に、困難校ではないタ

イプの学校や心理的に健康な生徒のニーズがあ

る。高校生の時期は思春期で心理的に不安定な

時期である。この自我に目覚め自立していく過

程は、アイデンティティの確立が求められ、自

己理解を深め進路選択をしていく時期でもある。

ＳＣに対する相談で多いのがＥ高の事例に典型

的に見られるように友人関係や異性関係での悩

みなどである。こうした悩みに対するカウンセ

リングは、言わば治療ではなく予防的カウンセ

リングであり学校でのカウンセリング活動の源

流とも言えるキャリアカウンセリングにあたる。

こうしたニーズに非常に有効なのかエゴグラム

と言う心理テストである。これは、ほぼどのＳ

Ｃも共通して利用しており、ある程度の研修で、

教員にも利用が可能で有効である。

５．今後の課題

ＳＣの導入に当たって大切なのが、①校内コ

ンセンサスづくりである。次に②校内組織の確

立である。これは、養護教諭と学年と生徒部と

教頭を含むことが望ましい。③カウンセリング

の曜曰と時間の固定である。これは、不定期に

なると来談者の予定が立たないためである。④

専用のカウンセリングルームの設置である。手

狭でやむなく地階や更衣室に設置したケースも

あるが、生徒に心理的に悪い影響を与えている。

相談に行きやすく人に知られにくい場所である

ことが望まれる。⑤広報活動の充実が必要であ

る。ＳＣを全校集会やＰＴＡ総会や広報誌で紹

介したり、「カウンセラ－便り」を発行するな

ど、ＳＣの存在と来校曰と時間帯と利用申し込

み方法を周知することが大切である。⑥研修会

での活用は、有効なのが、事例研修会である。

この他、ＰＴＡでの研修会や講演会、学区養護

教諭の連絡会等、校内研修会を越えての活用で

ある。⑦カウンセリングに関する外部機関の紹

介や関連書籍等の専門的な情報の提供である。

〈研究協力者〉（○印は発表者）

中村澄隆（三鷹高校）

大澤紘一（紅葉川高校）

橋本謙（北多摩高校）

内田志づ子（砂川高校）

大山邦夫（北野高校）

大河内保雪（蒲田高校）

○梶野茂男（桜町高校）
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e･保護者との連携における生徒指導の可能性

東京都立高等学校教頭会

生徒指導研究部第２委員会

Ｉはじめに

生徒の能力・関心・進路希望等の多様化が進

行する中で、不登校・中途退学・学級崩壊など

の現象が増加し、学校教育をめぐる危機が社会

問題化している。こうした課題を解決し、生徒

が伸び伸びと学ぶことができる環境を整えるた

めには、子どもたちの指導に直接関わる教師一

人ひとりが生徒指導の重要性を認識し、学校と

地域や保護者との連携を深め、共通理解の中で

学校を取り巻くさまざまな課題に適切に対応で

きるようにすることが必要である。

そのためには各学校が生徒や学校の実態に即

した弾力的な生徒指導の形態を導入し、指導内

容や方法の工夫改善をはからなければならな

い。創意工夫を生かした特色ある学校経営の新

たなる方策が問われ、教頭としてのリーダーシ

ップが強く求められている。

こうした状況の中で、本委員会では生徒の多

様化に伴い、各学校で直面している様々な生徒

指導の実態とそれに関わる教頭のあり方を考え

ようと、平成10年度から「生徒指導の体制と実

態」をテーマに研究協議を進め、１１年度は保護

者との連携を深める生徒指導の実態を知ろうと、

教頭が保護者との間で体験したトラブルの事例

などをアンケート調査し、学校と保護者とのト

ラブルやその原因・対応・取り組みの状況を集

計し、研究を重ねた。

12年度は、前年度の研究を引き継ぎ、「実態

調査から見たホーム運営と保護者との関わり」

をテーマとして、各学校が抱えるホームルーム

経営上の問題点をアンケートから抽出し、教頭

としてできるホームルーム指導への関わり方と

その可能性をみつけようとした。

３年間の研究で、生徒指導の原点は、教師が

生徒一人ひとりの理解を深め、人間としてより

良い成長を援助する教育活動を行うことが必要

であり、生徒の望ましい人格形成を目標とした

生活指導を充実させるには学校と保護者との十

分な連携・協力が不可欠で、そのためには何よ

りも学校と保護者との信頼関係を図ることが大

切であると痛感した。しかし、これらの研究は

すべて学校側からのアンケートによる結果であ

り、今までの生徒指導やホームルーム運営に於

ける学校と保護者の関わりは、すべて学校側か

ら見たものであり、保護者自身がどう考えてい

るかは不明であった。そのため、１３年度は、

「保護者との連携における生徒指導の可能性」

をテーマに掲げ、ＰＴＡ役員の保護者を対象に

アンケート調査を実施して、研究の集大成を図

ることにした。

Ⅱ調査の方法

アンケート調査は、平成13年１月に都立高校

の教頭を通じて保護者に依頼したが、３学期の

年度末は保護者が一同集まる機会が少ないため、

アンケート対象は来校の機会の多いＰＴＡ役員

とした。

アンケートのねらいは、保護者が学校との連

携にどの様な意識を抱いているか、また、連携

を深めるためには何が必要か、などを主眼に置

いた。

アンケートは、年度末の忙しい時期にも関わ

らず多くの教頭先生のご協力により、３３校．676

名の回答を得ることができた。改めて感謝する

次第である。
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Ⅲ保護者との連携における生徒指導の

可能性アンケート結果

Ａ学習・勉強

Ｂ進路

Ｃ部活動

，友人との人間関係

Ｅ先生との人間関係

Ｆいじめ・盗難・喫煙

Ｇその他

３
２
２
３
２
１

０
４
１
２
７
９
８

５
９
８
８
０
０
２

回答校３３校回答者数６７６名

アンケートの概要は、以下の通りである。

①家庭で学校のことがどの程度話題になるか？

②どんなことが話題になるか？

③こどもの学校生活で気になることは何か？

④学校に相談することはあるか？

⑤相談するときは誰に相談するか？

⑥学校に対して不信感があるか？

⑦不信の内容は？

⑧健全育成のために家庭ですべきことは？

⑨健全育成のために学校ですべきことは？

⑩家庭が指導すべきことは？

⑪学校が指導すべきことは？

⑫連携を深めるために学校に望むことは？

③こどもの学校生活で気になることは？

４００

３００

２００

１００

０

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪ

(複数回答）

２１３

６０

２３５

２５６

９３

７６

２２４

３６５

２３１

１８

Ａ言葉遣い

Ｂ乱暴な態度

Ｃ服装や頭髪

，授業態度

Ｅ男女交際

Ｆアルバイト

Ｇ無関心・無責任

Ｈ学習意欲

Ｉ友人関係

』その他

本アンケートをもとに、保護者との連携にお

ける生徒指導の可能性を探り、今後の保護者と

の連携のあり方を考える資料とする。

(1)アンケート結果の考察

①家庭で学校のことがどの程度話題になりま

すか？

４００

３００

２００

１００

０
④こどものことで学校に相談することはあり

ますか？Ａ Ｃ ，

５００

４００

３００

２００

１００

０

Ａよく話題になる

Ｂときどき話題になる

Ｃあまり話題にならない

，話題にならない

２
３
１

０２

４６

０７

２１

Ａ Ｂ Ｃ ，

②どんなことが話題になりますか？
Ａよく相談する

Ｂ時々相談する

Ｃあまり相談しない

，相談しない

１
９
２
２

１
４

７
９
３
４

５００

４００

３００

２００

１００

０

ＡＢＣＤＥＦＧ

（複数回答）
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⑤相談するときは誰に相談しますか？ Ｆ授業内容や教え方

Ｇ子どもへの無理解

Ｈ家庭環境へ無理解

Ｉ保護者への説明不足

』その他

８
６
１
８

０
２
４
４
５

０
０
０
０
０
０
０
０
０

６
４
２
０
８
６
４
２

１
１
１
１

⑧こどもの健全育成のために家庭ですべきこ

とは次のうちどれでしょうか？
ＡＢＣＤＥＦＧ

担任

教頭

校長

教育委員会

地元議員

親しい保護者仲間

その他

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ

１３

１

１

８
７
８
７
６
３
３

０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０

６
５
４
３
２
１

５

１
ＡＢＣＤＥＦＧＨＩ

Ａ基本的生活習慣

Ｂ社会のルール

Ｃ他人への思いやり

，挨拶

Ｅ言葉遣い

Ｆ集団生活

Ｇ社会常識

Ｈ自然愛

Ｉ愛国心

５３５

３２９

４３２

２７５

１１９

６３

１９８

２９

７

(複数回答）

⑥学校に対する不信感の有無ありますか？

０
０
０
０
０
０
０

０
５
０
５
０
５

３
２
２
１
１

Ｃ ，Ａ Ｂ

ある

ときどきある

ほとんどない

ない

８
３
４
５

６
５
４
９

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

１

２

１

⑨こどもの健全育成のために学校がすべきこ

とは次のうちどれでしょうか？

０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０

６
５
４
３
２
１

⑦不信の内容は次のどれにあてはまります

か？

０
０
０
０
０
０

０
８
６
４
２

１

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩ

基本的生活習,償

社会のルール

他人への思いやり

挨拶

言葉遣い

集団生活

社会常識

自然愛

愛国心

1３４

４０８

２５４

１３３

８６

４８８

３４９

３６

１４

(複数回答）

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪ

(複数回答）

３３

８２

８５

６８

８５

Ａ教師の服装の様子

Ｂ教師の非礼な態度・言動

Ｃ学校や教師の閉鎖的性

，連絡の不徹底

Ｅ指導上の不満

－４６－
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⑩おもに家庭が指導すべきことは次のうちど

れでしょうか？

⑫連携を深めるために学校に望むことは次の

うちどれでしょうか？

５００

４００

３００

２００

１００

０

３５０

３００

２５０

２００

１５０

１００

５０

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩ

Ａ喫煙の指導

Ｂ飲酒の指導

Ｃ性に関する指導

，薬物に関する指導

Ｅバイク等の指導

Ｆ暴力に関する指導

Ｇ万引きに関する指導

Ｈ窃盗に関する指導

Ｉテスト不正行為

３８２

２８２

３２４

２４４

１５７

２２８

１３８

６５

３１

(複数回答）

０

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬ

Ａ連絡方法の充実

Ｂ説明の徹底

Ｃ保護者会の充実

，学習指導の充実

Ｅ生活指導の充実

Ｆ進路指導の充実

Ｇ教師の資質の向上

Ｈ教師のＰＴＡ活動参加

Ｉ学校と家庭の連携の充実

』担任との接触機会の増加

Ｋ授業公開など学校開放

Ｌ情報提供

２９９

１３７

１７５

１２４

１１０

１０２

１３０

１０８

１６５

２４４

１１８

１７３

(複数回答）

⑪おもに学校が指導すべきことは次のうちど

れでしょうか？

５００

４００

３００

２００

１００ (2)アンケートの分析

アンケートから以下のことが考えられる。

①「家庭で学校のことが話題になるか？」②

「どんなことが話題になるか？」③「こどもの

学校生活で気になることは？」の問いには、学

習の状況・進路・人間関係・服装・学習態度等

の回答が大半である。保護者は学校でのこども

の様子や学校の情報を知りたいとの希望が多い

ことが考えられる。

④「こどものことで学校に相談することがあ

るか？」⑤「相談するとき誰に相談するか？」

の問いには、学校に相談することはあまりなく、

しいて相談するとすれば、担任であるとの回答

である。

⑥「学校に対する不信感の有無は？」⑦「不

信の内容は？」については、ある６８（10％）と

きどきある１５３(22.6％）との回答があり、約

１／３の保護者が何らかの不信感を持っている。

内容は、教師の言動や態度・学校組織について

０

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩ

Ａ喫煙の指導

Ｂ飲酒の指導

Ｃ性に関する指導

，薬物に関する指導

Ｅバイク等の指導

Ｆ暴力に関する指導

Ｇ万引きに関する指導

Ｈ窃盗に関する指導

Ｉテスト不正行為

1９０

９３

２５１

３８２

１４５

２８３

７０

５４

２６９

(複数回答）

－４７－

JljllJlLlJ薑JiilJ富已團口=■=■

薑 露 1１１ |lilll 騒鰯 LＴＩ



２保護者会や面談のあり方の工夫

プリントでの情報も大切であるが、保護者と

担任や担当者が直接会うことのできる、保護者

会、面談もさらに重要である。教員からは「参

加者が少ない」「本当に来てほしい保護者は参

加しない」等の意見があるが、曜日、時間を柔

軟に設定して、テーマや課題を事前に示して、

具体的かつ有意義な話し合いができるように配

慮することが大切である。

の閉鎖性・指導上の不満が多いといえる。

⑧「こどもの健全育成のために家庭ですべき

ことはなにか？」⑨「こどもの健全育成のため

に学校ですべきことはなにか？」についての問

いでは、健全育成のために、家庭においては、

基本的生活習’慣と他人への思いやりを重視、学

校においては、社会のルール、集団生活、社会

常識の指導を重視しているとの回答があった。

これは、保護者としても家庭ですべき指導と

学校ですべき指導を区別して考えていると言え

る。しかし、⑩「家庭で指導すべきこと」⑪

「学校で指導すべきこと」の問いには、法律に

触れる事柄の指導でも、基本的には家庭での指

導としつつも、薬物・'性に関する問題等、家庭

で指導しづらい事柄は学校に任せたいとの回答

がある。

⑫「連携を深めるために学校に望むことは？」

の問いには、連絡方法の充実、担任との接触機

会の増加、』情報提供、保護者会の充実との回答

が多く、保護者は学校からの積極的な』情報発信

を望んでいる。

３保護者の相談窓口の設置

スクールカウンセラーの配置等による、生徒

に対しての教育相談の窓口が整備されつつある

が、保護者に対しても、安心して生徒指導に関

する情報や意見を相談できる窓口を設置する必

要がある。従来、担任を通してや、教頭への苦

'情が窓口であったが、保護者の要望、意見を聞

き、説明をすることのできる相談窓口や担当者

を設置できれば、苦1肩やトラブルとなる以前に

対処する事ができると考える。

４教育活動の積極的な公開

学校行事の公開、授業公開はもちろん、すべ

ての教育活動を積極的に公開する。その際、よ

い面だけでなく、問題点や不十分な面も見ても

らい、意見をいただき、その後の連携や協力の

依頼につなげていくことができる。

Ⅳまとめ

今回のアンケートの対象は、学校にとって－

番身近なＰＴＡ役員の方である。学校への理解

が深いと考えられていた、ＰＴＡ役員でさえも、

学校や教員への不信感があり、積極的な情報提

供や教員との接触を求めている。一般の保護者

に同種のアンケートをした場合は、さらにこの

傾向は強まると考える。また、社会全体からの

学校教育への不信感や批判も指摘されており、

大きな問題と言える。

これらの分析の結果から、今後の生徒指導に

おける保護者との連携の具体策を次のように考

えた。

５ＰＴＡ行事への教職員の積極的参加

ＰＴＡ活動や行事への教員の参加をすすめた

り、行事を共催で実施する。このことで、保護

者との接触機会を多くさせ、日常的な接触を深

めることにつながる。

権利意識が強く、積極的でない教員に対して

も、ＰＴＡ活動は、教員・保護者ともボランテ

ィアであるとの指導や、日時の設定の工夫で積

極的に参加させるようにしていくことが大切で

ある。

ｌ学校からの積極的な情報発信

家庭と学校の連携の基本は、情報の伝達・共

有である。学校で今何をしているのか、生徒は

どんな学校生活をしているのか等、学習や特別

活動の様子を、保護者に的確に使えることが大

切である。方法としては、学校だより、学年・

学級通信等のスクール・レターの活用がある。

また、ＦＡＸ、Ｅメール、ホームページの活用

も今後検討していく必要がある。

６生徒指導のインフォームドコンセント

生徒指導や、特別指導に関して、トラブルと

なるケースがある。学校としては、状況を判断

して、公平かつ一貫した指導をしたつもりが、

保護者側にとっては、一方的な指導や処分とと

られがちなことがある。それが、教員と保護者

－４８－



〈研究協力者＞（○印は発表者）

○銅谷新吾（世田谷工業）

大山憲昭（八王子工業）

坂本文樹（昭和高校）

鹿目憲文（科学技術高校）

渡邊英信（松原高校）

の亀裂を深め、学校不信につながることがある。

これらのことを防ぐためには、生徒指導にイ

ンフォームドコンセント（説明と同意）の視点

をもち、あらゆる機会を利用して、生徒指導の

問題を事前に十分説明し、同意を得た上で指導

に入っていくことが必要である。これからの時

代は、「学校で決めたことだから」「以前から

このようにやっている」では、十分通用すると

は言い難い。時間はかかるが、必要なことであ

ると考える。

アンケートでは、学校不信の理由として、教

員の対応の悪さや、配慮のなさがあげられてい

る。教員は、ｔ〕のを作ったり、品物を売る仕事

ではなく、教育サービスの対価として賃金を得

ている。顧客は生徒・保護者である、顧客から

不信感をもたれたとしたら、会社では、社員の

解雇か倒産である。

さらに、企業では、消費者のニーズや顧客満

足度の視点が要求されてくる。学校であっても、

教育的な配慮に基づいて、顧客サービスを考え

るべきである。

また、積極的な情報開示は急務である。たと

え良い取り組みであっても、十分な情報と説明

がなくては、保護者の理解は得ることはできな

い。いわゆる、学校批判・教師批判に対時する

のではなく、積極的な情報開示で理解を得る努

力と、開示への職員の意識改革をすすめていく

必要がある。よって、これからの学校は、限定

された個人情報以外は、原則情報開示である。

開示や情報発信の方法についても、生徒・保

護者の立場に立った手段をとる必要がある。

現在は、少子化による、学校淘汰の時代とな

った。教育サービスの質の向上や、学校の存在

価値といった観点からの、学校経営や所属職員

の指導が一層が求められている。

教頭として、保護者との連携を重視した、組

織改革や職員の意識改革、リーダーシップに積

極的かつスピーディに取り組む必要がある。

害

雫｣i;iil1i
趨曇雲霧蕊
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